
<昭和57年度臨床相談技術共同開発事業報告>

非行児の指導に関する研究

一学校内における集団非行問題を中心とじてー

愛知県児童相談所非行問題研究班

はじめに

非行問題は，その児童自身あるいは，その児童の家庭

環境だけに，問題の発生原因を求められるほど単純な

性質のも白ではない。むしろ，それらを取り囲む学校・

地域社会との深い関係の中で，発生しているものである。

また，非行行動についての原因・発生論Kついては，さ

まざまな観点から論議されている。

Lかし，その指導法となると，有効かっ具体性をもっ

たも白が少ない白が現状である。特に，現在申非行は，

個別のケースに対する指導だけでは対応しきれない，社

会病理学的な深さと広がりを有し，集団性をおびてきて

いる。そのため，非行児に対する指導は，今後新たなア

プローチを模索しなければ，指導上さらに困難な局面を

迎えることが十分予測される。

そこで，当研究では，第I部主して，校内暴力事件を

引き起した児童を，地域や学校と由連携のも占に指導し

た事例を紹介l.今後の非符児の指導のあり方を考察L.

第E部として，中学校の生徒指導担当者の意識調査を通

じ，地域社会の非行指導の現状と，今後の児童相談所の
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課題を，研究するものである。

i 事例研究~

1. 研究目的

愛知県半田児童相談所では，、昭和57年5月からほぼ7
か月にわたり，校内暴力事件を引吉おこした児童に対じ

て，ソーシャル・グループワー?による指導をおこなった。

との指導は問題を起Lた児童ばかりでなく，そむ保護者・

学校，更には地域をも含めてその指導対象と考え，しか

も，多くの地域社会資源を手IJ用じ，地域社会の申で児童

の健全育成をはかつてM己うとするものであった。

非行児童による校内暴力事件に対する対応は，乙れま

で白児童相談所の非行指導にはなかった多く Dもむを要

求した。一般I(非行児童は，容易に指導を受砂っけない。

それが集団を背景"した場合は，仲間集団や非行文化h

の準拠と共感が強く.大人逮べの反発も強まり，更に指

導が難l<なるよ保護者"ヨいでち事件が大きく取りあ
げられるため，不安や防衛が強く，助言を与えても適切

な行動がとれない場合が多い。また校内暴力事件は学校

を含めた地域社会全体の問題となるため.児童相談所に
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対して，学校をはじめ広く地域社会を対象とした指導が

要請される。

以上のような問題点を解決しようとしたのが愛知県半

田児童相談所のソーシャル・グループワークである。そこ

で，当研究では乙の指導事例を報告するとともに，今後

の非行児童目指導における，有効な方法と児童相談所の

今後の課題について検討するも由である。

2目指導事例

(日指導に至る経過

ア.A校Itついて

A校は， T市にあり，昭和44年4月に創設された。 T

市は，本県の臨海工業地帯として，それまでの農漁業を

中心とした町から，重化学工業都市へと相隣接する2つ

の町が，合併してできた。 A校は，ちょうど乙由市制施

行と同時に開設され，いわゆるT市の，その後の歩みを

象徴する学校といえる。

A校の校区は， T市の高度成長ι伴い，人口の急激な

流入に対応して，公営・民営を問わず，居住空閣の狭隣

な住宅・アパートが，軒並み建設されてきた地区である。

A校の昭和57年度の生徒数は 1.068名で，その大半が

速く九州・北海道からの流入世帯であり，また教師のほ

とんどが，経験が浅いか，他地区から転勤してきて間が

ないものであり，地域の特性や人々を，知り尽くしてい

るベテラン教師は殆どいない。

イ.過去の指導状況

A校は，半田児童相談所管内で，乙ζ数年来最も受理

件数の多い中学校である。また，相談D内訳も，教護・

触法など非行児童をはじめ，登校拒否・養護相談等広範

It及んでいる。

A校の非行児童に対する指導状況は，形態別からする

と便宜上， 2期に分けることができる。

第1期(昭和56年6月以前〉

己の時期に受理した非行児童の殆どは，いわゆる警察

からの通告による触法児童である。触法の内容は， 2-

3人のグループによる校外での万引きや窃盗，寧上ねら

いを中心としたもので，指導状況は一般的な児童相談所

のとる，児童福祉司による偲別的なケースワークであっ

た。

しかし，己の指導形態では保護者の養育態度It問題が

あったとしても，表面的な助言指導のみで終ってしまい，

親子関係や児童を取り閤む家庭や社会環境白調査をはか

るまでには至らず，有効な治療効果辛抱導効果を示すζ

とが少なかった。ただ，一過性の問題児童に対しては，

それなりに対症療法的な効果を生み出していた。

第2期(昭和56年7月~昭和57年3月〉

児童による，校内暴力事件が続発する時期である。

第 l期の後半期It.学校内における集団リンチや授業

エスケープ，妨害などのケースが増加してきたため，心

理判定員が児護福祉司It同行L.主に保護者と児童の心
理分析，治療に参加するζととした。乙の結果，親子関

係に問題があったり，児童や保護者のうちカウンセリン

グへの動機づけのしやすいタイプには，それなりの効果

を示したが，児童自身が「自己」への内省力に欠ける場

合や，言語表現能力It欠ける場合， ι白方法だけでは児

童との継続的治療関係を維持することは，極めて困難で

あった。ことに，仲間集団への親和性が高く，問題行動

が多岐にわたる児童Kは，その交遊関係を個別的な指導

のみで改善することは難しく，学校の特区強い要望Kよ

り，番長格の児童を教護院へ措置したが， ζれがかえっ

て，教師It不満をもっ非行集団の凝集力を高める結果と

なった。

ζ田ような経緯むなかで.A校はしだいに迎日，防犯
ベノレが鳴ったり器物破損や生徒間暴力が続き.ついに昭

和57年3月には，対教師器力事件により，マスコミ It大

きく報道されるに至った。学校長は，さまざまな努力を

おこなったにもかかわらず，事態の改善をはかれなかっ

た乙とに賀任を感じ. 3月末It依願退職した。
(2) 反省点と今後の指導方針

学校・児童相談所等白さまざまな努力にもカ功申らず，

A中学校の状況は改善されなかった。改善をみるには表

面的な対処療法ばかりでなく，その問題行動白動機や誘

因となっている原因まで含んだ抜本的原因療法を実施す

る必要があることを痛感する乙とになる。そEで，それ

までの指導の反省をふまえ.次期の指導方針を立てるこ

とになっfこ。

① 番長の教護院措置のみでは，構造的な非符発生と

集団化を根本的には防止できない。ボスの処遇と，その

ポスを取り囲む集団も含めて指導体制を作る必要がある。

②問題児童相互の親和性が高しお互いの交遊を断

ち切らせようとすると，かえって指導者との信頼関係を

とわすととになりかねない危険性があり， ζのことを防

ぐためには，交遊関隠のある問題児童と保護者を，それ

ぞれまとめて指導する方が適切と思われる。

③問題児童遥は，ツッパル乙と以外に自己の社会的

承認の動機つけを失ってしまっており，自己の承認動機

づけを十分充足できるだ貯の場を作ってやる必要がある。

また，問題児童は粗暴児というより，情緒函の発達が

未熟であり，人に対する甘え的反抗という側面がある。

従って，己の商からの指導により，彼らの社会的な自立

を図っていくような指導が必要である。
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④問題児童をかかえる保護者は，親の賀任や養育態 問し，学校長以下全教師との連携を図り，児童相談所及

度を寅められる己とがあっても，具体的に子供を立ち直 ι び教師との相互の役割悲調撃する。l己の相互調整は，常

らせるすべを，共IC考えてくれる共感者はなく狐立ιて に具体的なケースカンファレンスを通じてお乙なう。
いるととが多い。またそ白結果とじて，周囲白人(他児 ⑤ スタッフ U 〆

の保護者や教師)に対して，不平・不満を強く持ってい 、児童福祉司(j名).心理判定員 (3名)，学生ボラン

る。そのため， ζのような保護者へのか舟寸つりとLては， ティア，臨時委嘱講師〈例，体育指導の際の指導員等)

単に親のとるべき態度について自助言や設R島だけでなく， 注I 対象児童は， A中学の学校長・生徒指導主事と伯

親白狐立感や不安在取り除くようなカウンセリング的か 話し合いの中で決定された歌そのほとんとの生徒は，す

かわりが求められる。 でに警察からの通告のあ弓た児童宅あるィ

⑤児童相談所と学校と由連携は， ζれまで学校自生 グルーピング回答準は， A中学で最も中核的になって

活指導担任を中心とする。一部の教師との関係ばかりで いる集団のうち，学校の指導IC乗り切らない児童逮6-

あり，児童相談所の治療・指導方針が，各クラス担任等 7名とした。またその児童遥は，相互に親和性の高いも

教師集団自末端まで伝わりにくい面があった。今後は， とした。〈表l参照)

児童相談所の職員が積極的陀，教師集団全員と連携して 注2<久夕、ノ7としでは，児童のグループワークは心理

い4必要性がある。判定員(男2，女1) ，が主とじてかかわりp 保護者・学

以上の反省点から.'A中学校の集団非行に対じて.1 ~ 校と四話し合いは心理判定員・児童福祉司均幼拍申っto。
2の担当者が個別的なケースワークをする従来の指導方 臨時委嘱講師としては，教育委員会社会教育課織員(体

法ではなく，児童相談所全体のとりくみとして，ソーシ 育指導入青年会議所理事長はじめ青少年部会のメンパ

ヤル・グループワ-~を試みるζ とにする。 ー等に依頼した。

(3) ソーシャル・グループワーク指導概要 (4) 指導経過

あらかじめ次のような要綱壱，学校・その他関係者と 指導を始めるにあたっては，彼等のグループワーク参

協議のうえ定め， 58年5月から開始した。 加への動機づけが重要になってくるσ対象児童が決定さ

①目的 日 J れた後，判定員が直接刊国別面接を繰り返以参加への動

さまざまな原因により，家庭・地域・学校で問題を有 r 機づけを行った。その際の考え方は次回rつの観点にま
する触法・教護児に対しτ，適切な集団活動申場を与え， とめられる。

自我行動の基準を確立させ，心身白健全な発速を援助す ①指導者は仲間に対する親和性IC積極的な受容を示

る。 しつつも，今までの入間関係が相互加害者的なもめであ

② 対象児童 φ る乙との自覚化を図る。すなわぢ，今回り番長の教護院
パ、戸、ポ

同一学校内で集団化して非行行動をお乙す児童集団の 措置を招いた第一原因が彼を持ちあげていた仲間自身に

うち，児童相談所の呼びかけに応じた児童で，保護者・ あるζとを自覚させ，責任ある相互依存関係作りへの自

学校が悶窓するものが，児童福祉法第27条第I項第2号 我関与を高める。

措置(児童福祉司指導)の決定された児童で，保護者・ 一 ②遊び，学習，運動等の活動の場を学校教育白枠を

学校が同意するもの。 越えて保障し，かっ学校四授業へ白出席扱いとする乙と

;; (③実施白時 で，指導内容への興味づけを行う。

k 隔週1回(必要IC応じて週1回〉 ③ 児童福祉法・児童相談所の役割をわかりやすく説

い④(-f旨導方法 明10，児童相談所の指導に対す高不安をとり除く」

@ あらかじめ定められたカリキュラムにより，体 ほぽ1か年にわたる指導は，モめ内容か古便宜主-4期

育指導・学習指導・職業指導・社会見学・集団プレイ・ 。E分ける乙とができる。(表2，表3.表4). 
ボランティア活動・グループカウンセリング・その他徽

師との対談・キャ Yプ?を通所指導ICておこなう。

⑥保護者に対して，グループカウンセリングを実施

し，親同志のつながりをつけ，狐立感や周囲の人IC対す

る不信感を取り除き，子供に対する積極的な養育態度の

形肢を図る6

@ 指導対象児の在籍する学校IC対して，定期的に訪

一第1期一

[児童集団〕

己の時期はグループワーク当初ということで11)指導対

象児童の行動・性格特性の把握を通じ， (2)ワ}カ}とめ

信頼関係を樹立すること。また乙の信頼関隠の主台らも

とにスポーツ，遊びを含んだ幅広いカリキュラムを与え

るζとで(3)それまて彼等が準拠していた非符集団の全体
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表1 指導対象児童機要

家族構成及び養育態度 非行内容(通告の有無) 本児自性格及び行動特徴

A 父親前妻と離婚，市内IC前 S53.3. 4警察通告。 幼児性が強く，自己中心的。感悩的。

( ~由子供が在住，父親は放 対教師暴力，生徒晶守暴力， 常に仲間を周囲に集めたがる。服装

中 任，実母は溺愛型共稼き世 窃盗，家出，喫煙，校則違 など華美で表面的な格好Kあとがれ

) 
帯。 反，シンナー，副番長格。 る。

父親，母親との聞に離婚問 学校からの相談。窃盗，生 父母への不信と期待とのアンピパレ
B 
題をかかえる，父母とも過 徒間暴力，シンナー，喫煙， ントが強く，大人不信。表情の変化

〈

干渉，溺愛型。 エスケープ，校則違反。 は少ない。仲間への続和性は高い。中
~~い者いじめをする ζ とが多く，連

) 

動能力le優れている。

C 父親は職人気質で厳格で権 本人より指導を希望。 気分の変易が激しい。男性的である

( 威が高い，母親は男性的で 生徒間暴力，器物破損，喫 が表面的な格好にあ乙がれる。権威
中 ある。 煙，エスケープ，校則違反。 に弱く，スチレオタイプな商がある。

) 大人への親和は.強い者にはよい。

D 父親は労災保険と生保を受 S56.6警察通告。 幼稚で，学習不振，調子にのりやす
( ける，父親は口はたっしゃ 窃盗(集団万号[)，生徒同 〈仲間には付和雷同型。窓志が弱く
中 であるが子供は放任型。 暴力，器物破損，喫煙，エ 自制心le欠ける。人には好かれるタ

) スケープ，校則違反。 イプでおひとよしの面がある。

E 父母別居で母親はスナック S57.4警察通告 学習能力le優れ，支配欲が強い。強
〈 le夕方~深夜勤める。 生徒間暴力，エスケープ， い意志をもつが，母親ICは弱<，噂
中
母親が子供の挟を厳しくい シンナー喫煙，校則違反， 敬する。女性への関心が強い。自己

〉 う。父の酒乱が別居理由。 2年生の番長格 防衛的で自己合理化の面が強い。

実父と継母の家庭，実父は S56.9警察通告 不和雷同的，窓志が弱く，いやなζ
F 厳格型であるが，育児は継 窃盗未遂，家出，シンナー， とをいやといえず，劣等感が強い。
( 

母任せ，継母は実子の出産 エスケープ，校則違反 強いものleはいじめられ，弱いもの中
後は，本児の母親役と実子 Kはいじめをする。

) 

への感情と町板ばさみ。

を支配していた消極的剃那的感情を修正し，新しい体験

の場であるグループワークに対する141継続的な動機づけ

をする乙と。己れらが指導上の重点的方針とされた。

自己評価，正・不正，美・醜等の価値判断力等自己申と

るべき行動基準が混乱している。〈客観的には巡動能力

le優れていても自己評価は低かったり，男性にもかかわ

らず女性用のサンダルやベンダントを身につけたがった

りする等)

111の行動・性格特性の把握は，従来行なわれていた各

種心理検査や個人間接忙代って，グループワークを通し

ての生活場面における行動観察を主体le，ワーカーの合

議により判定治浴された。そ併話暑は次のようなものである。

①彼等四ほとんどは，情緒的発速に於て未熟で甘え

がまだ強い。(ワーカーが同席しない自由遊び場面では，

三輪車・すべり台・プラレール等幼児用の玩具ばかり使

用し熔々としている等)

② 自分の性役割に対する認識，自己の能力に対する

③彼等のグループは集団というより集合的な性質の

も白で，しかも一般的な社会的関係(クラス集団等)か

ら疎外意識をもった反動形成としての下位集団である。

④ 社会的自立心に欠け，社会性の発達に問題がある。

121の重点的方針であるワーカーとの信頼関係の樹立が，

第 I期!と於て指導上最も困難な課題であった。今回目グ

JレープワークD指導対象児童とは，すでに個別ケースワ
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ークの時代からワーカーとの関わりはあった。しかしこ

頃の関係は，もともと児童自身の自発的意欲を伴う面接

とはいえず，相互由人格や情動的なつながりが成立じて

いるとは言い難かった。グループワーク開始当初もζの

関係は持ち乙まれたままであったゐ ζの乙とがはっきり

とワーカーにわかったのが，第2回目の5月17日であっ

た。彼等は5月14日の厳かな雰囲気で行なわれた開講式

に於て，保護者・学校関係者・ワーカー等の前で聞く更

生を誓ったにもかかわらず，その数日後に他校主申集団

乱闘事件をひきおとしたのである。ワーカー遥は事件直

後の指導日であっただけに，彼等は適所を拒否するかと

思った。しかし彼等は平然と何事もなかったような態度

で来所した。しかも開講式でみせた緊張は消失し，怠憾

な態度を示したのである。

乙の乱闘事件は，グループワークへ最後の望みを託し

た学校にその後の指導への不安を招き，所轄の警察署か

らは施設入所を望む強い意見すらでてきたのである。そ

の為指導の継続の是非を巡って，所内て、会議がもたれTら

その結果，①定期的に来所しさえすれば教護院に入れら

れはしないし，先生や保護者も文句が少なくFなるといっ

た現実的な利害窓識しか抱いてない虞れがある。@しか

もとの意識は彼等の社会的発達の来熟さかちくる島己中

心的な甘えが根底にあるζとかち主主じているので}まない

か。③従って，乙の甘えを断ち切っていかないと，ワー

カーと白信頼関係作りもワーカーからの一方的な空振り

に終る恐れが生じ，彼等の非行行為。ζ対しτ古制限を与
えることができなくなる可能性がある，というととが指

摘された。そして，今後彼等に対しで指導上の梅威を示

しつつ，ワーヵーIt対する信頼を失なわせないために，

今回の事件It対して強h姿勢で臨み，彼等の行動に対す

る社会的責任の自覚を迫るζとにLた。

5月17自の体育指導のあと，予定時間を延長して集団

面接が行なわれた。乙白面接では彼等の現実的な利害意

識を破るζとに主眼がおかれ「集団乱闘車仰古前祉ないj

という一点で迫った。彼等はすぐさま「向うからしかけ

rできたんだー 俺逮は知らない聞に巻き乙まれたんた":.J

と挺抗をみせた。しかしなおワーカーωカ幹さないとの。態
度で泡っていったとζろ，今度は轡吏をすく変え..f;もうしませ

ん許して下さい。Jと哀願した。彼等の表情は明らがに

自己白行為K対する罪質感から許しを求めるといったも

のではなしただ現実的な利害意識が働いただけのよう

なものに恩われた。そ Eでなお空ーカー仇拍三「その

言葉はすでに何度もきいている。信じる訳阿部晴海い。

また児童相談所の人に謝まっても責任はとれない。もう

一度皆で考え直せ」とつっぱね，彼等E考えさせる時間

を与K_.て，短絡的に指示・援助を求めないようワーカー

(AJは席を立ち，かわりにワーカー(B)が面接場面It入

った。ワーカー(B)は集団討議の方向づけをLながら，

彼等由自己洞察を支持したぶその結果で宅きたととば，

「ζれから校長先生に代つで，校庭の掃除をします匂喧

嘩の相手が謝ってくれるなら謝まりに行きます"""'J等

であった。 ζ白内容はワーカー(AJIζ緊張と築剣さを伴い

ながら訴左右れた。、uかしヮーヵー仇はζの考え方の内
容に潜在してい事自己中心的で他者依存的な甘えに，彼

等自身が気付いていなれζ〆とが気掛りとなり，敢で「そ

れでも許せない」と，初めて彼等の気持ちの内にある他

律的な依存心を解釈じ.;f.もう一度，いったいEの事は

誰の問題なのか考え直せjと迫9た。との指示は彼等に

強い精神的動揺を与えた為、とれ:1;(上彼等を追いζむζ

とはよくな、いと判断して，今度はワーカー(l¥)lt代って女

性白ワーカー(C断面接場面に入り，精神的動揺の受容と

自己洞察を支えた。弘、そιで集団面接を始めて1から2時間
余を経てt彼等怯自ら「今回白ことは，自分速の問題で

す。乙れからできる限り努力しますjとの白己の行動K

対する自律的な自覚に基く結論を導き出じたのであった。

ζの決意は最後It直接ワーカ'-(AJlt伝えられ，ウ-:n一
一同は指導継続It自信を持っととになった。

乙町長時間It及鴻図面接は，その後四彼等の待動に

も多くの変化を与えた。ます彼等は面接終了時ピ自発的

，，: r今日は遅くま?ですみませんでしたj:と，初めて礼儀
正しく挨拶をしたぷ吉、たEの日をきっかけに，それまで

頻発していた集団リン7;'暴力等{切影をひそめたので

ある。その後四グソループワークIt於ても，ワ}カーはい

つでも彼等の行為に対じ主受容と梅戚を両立させること

が可能になり，彼等もワーカーに対して同一視を深めて

くるようになったのである。 へ " 

(羽田グループタンバーを支配じている消極的革IJ那的感

情を修正し，自己の新しい感情の再発見をさせるととに

ついてであるが，亡の消極的剃那的感情はグループメン

パー共通四集団的価値基準を支える情動的側面でおり，十

彼等はとのまうな感情が支配する雰囲気の中で"相互批

判性と主体的な自我形成を育くむζとなし非行児童刊

の親和と同一視を深めでいる。そζでu彼等に新じい行

動基準を形成すB具体的活動を与え，その体験ち直じで，

自己の修正感情を生じさせるととをねらっiた占活動とじ

て，ソフトボール・学習・ゲーム等を与えた。、前述した

ように彼等は未熟芯遊びしか知らず，ノレールを伴?ょう

屯集団活動は苦手であった。乙の苦手意識は，ゐJS吉区か
にそれまでの彼等の遊びの経験・体験回貧弱さから主主じ

ているものである。事実彼等はトラYグをやれぽρ次回
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のグループワーク0)時には必ずといってよい程同じトラ

ンプゲームをやりたがり，簡易テニスをやれば再び同じ

ゲ」ムをやりたがってきた。ワーカーがじっくり彼等の

技術やゲームでの反射能力が身についてくるまで待って

やれば，自分の能力IC対L自信を持ち，がつ持続的な興

味をもってくる白である。結果的ICはそれぞれ得手不得

手があるとはいえ，己目各稜活動を通じ，それまで準拠

してきた価値基準K代って，自分に合った積極的な基準

を身につけようとしだすきっかけになっていった。また

メンバーの聞に相互評価する雰囲気も生まれるようにな

ってきたのである。

(4)のグループワークへの継続的動機づけは，ワーカー

との信頼関係の樹立と，カリキュラムへ白興味づけによ

り支えられた。特にワーカーと白信頼関療が樹立された

と恩われた頃からは，カリキュラム由良否によって適所

意欲は左右されてきたといえる。そのためカリキュラム

の決定に際しては，彼等由自己の能力や自己評価IC対す

る洞察の深まりとともに，児童からの自発的要望をワー

カーがとり入れていくようにした。

[保護者集団〕

第 l期の保護者集団IC対しては，クラトプカウンセリン

クーによって，周囲から「親が悪い」と有形無形に親白耳

IC伝わっでくるζと等から生じる罪費感による情緒不安

定や狐立感を払拭l"同じ立場ICある保護者相互の信頼

と，ワーカーと自信頼関幌を樹立するととが指導方針と

された。保護者の多くは，子供の非行に悩まされている

うえに，周囲の批判的な言葉IC振りまわされ，かえって

子供に対して一方的な罰を与えたり叱賀を与えたりして，

親子関係を悪化させている ζとが多かった。しかも近隣

や教師と白心理的距離も自然に遠のき，狐立して悩んで

いる人がほとんどであった。ワーカーとしては，まず親

の立場に立って親の不安・苦悩に付きあっていくことが

重要と恩われた。また子供述は親和性が高〈日頃集団で

の行動が多いだけに，その保護者が協同していくζとで，

子供の交遊K対する周囲由一貫した態度をつくる ζとも

重要であると思われた。しかし己白保護者相互自信頼関

係づくりには太きな隊壁があった。「自分の子を悪くし

たのは，あの親の子である。」という他罰的で自己防衛

的な意識であった。グループカウンセリンク凋始当初は，

隣席の保護者ICまともIC視線を向けない親すら多く，話

もなかなか深まらなかった。ただ子供への対応の技術を

ワーカーに淡々と求めるだけで，親自身や親相互にある

情緒的問題には触れようとはしなかった。このような雰

阻気を破つでいったのは，ワーカーが保護者相互に共通

すると思われた学校への不満に話題の焦点を絞っていつ

た時である。相互の親は学校へ白不満を自由民表出する

なかで，同じ立場の悩める存在としての仲間意識が芽生

えてきだしたのである。保護者相互の共感世か高まると，

今度は学校の努力を認めるような発言も出できたりして，

それなりに自分遥自身の姿勢・態度を内省することすら

でてきたりもした。ただし，ワーカーが保護者相互の共

感性を高めるととを第一義としたため，ともすると全体

の雰囲気としては，学校とか周囲の人に対しては外罰的

IC，逆IC自分遥の子供IC対しては過保護・過干渉の方に

傾きがちなものとなった。予期しなかった効果としては

親相互が親しくなることで，それまでただ一方的に自分

の子供K対して仲間との付き合いを止めさせようとして

いた態度が変容し，親相互が日頃なにげなく連絡をとり

あうようになり，交遊関係を巡って田親子の対立が激減

していったζとである。

(学校と白関係}

従来A中学校と児童相談所とのつながりは，生徒指導

主事を中心とする一部の教師とのそれがほとんどであっ

た。そ田ため児童相談所の方針が，各クラス担任までそ

の真意が伝わらないととが多かった。又学校長以下の管

理職レベル田教師にも，児童相談所の役割Kついての十

分な理解を得ていないというζとも目立っていた。そと

で，第l期では児話相談所と学校との組織的な迎携をは

かつていくためIC，管理験レベルとのケース検討会が，

ワーカーが学校に訪問する方法で行なわれた。 ζ白ケー

ス検討会では，相互にかなり本音を出しあっていきなが

ら.学校と児童栂談所の役割分担が，対象児童の処遇を

中心として話しあわれた。このケース検討会で明確にさ

れてきた白は次のようなことである。

(1)児章相談所は従来，学校の現窃教師や児童集団の

実情をふまえない方針が多かったため，今後はそれらの

点をふまえての処遇方針を出していく。

(2) 学校も既存の学校教育の諸問題担壁を打ち破って，

児童へ由援助をする。

(3) 児童相談所はグループワークで得られた児童白内

面的な気持ちゃ適切な関わり方，有効な指導プログラム

を学校側IC鑓示していく。

(4) 学校は学校内での問題児童の動きや教師の指導現

状等の必要情報を，常時児童相談所にオープンにする。

乙白ケース検討会はソーシヤノレ・グループワークをすす

めていくうえで大きな転機となった。それまでも学校と

児童相談所との協力については強調されてきていた。し

かし，そ白人材的交流を含めての深い相互信頼にまでは

至らず，相互の指導方針K微妙な不一致がみられていた。

今回目ケース検討会はζの壁を破り，真に問題児童の在
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宅指導・地域処遇への道を切り開丈きヴかけとなりたと

いえる白である。

〔第1期のまとめ)

一 ./い尼童相談所1 尽¥ い

干〆ケすプ、、 L
EEJEE EE 
図1 第1期児童相談所・児誼・

保護者・学校の関係

第1期は児童相談所を中心とした，保護者・児童、学

校との信頼関係づくりが中心となった。しかι，保護者
と児童，保護者主学校，児童と学校といった関係になる

と，まだ不十分のままであqたといえる。また指導の場

も児童相談所や一部の社会資源のみであり，関わる人材

も主に児稲田ヲーカ}白みであったため，ソーτ.V.恥)1/.'-.

グループワ-;Jというよりも，集団心理治療的色彩の濃

いものであったといえる。また，万一カーと児童集団と

の悶K信頼関係が樹立され，寸旨導主の権威も児童相談所

が示せるようになったものの，かえってEのとごとで，彼

l等が担任教師等の指導を無視する傾向が目立っτきた己
とすある。その意味では，、彼等が~)~.~プワ -;J におーい

τかなり良好な自己澗察を深めでドヴたといるもの白，
一般的な社会生活にまで汎化された行動には結びつい之

はいかなかったといえる。

一第2期一

(児童集団)

第2期は社会化が問題とされた。そこで， ζの時期ほ，

グル』プワークの弱を広く一般的な社会的場1"求め;社

会教育的±プローチを通じて，混乱した行動基準の修正

を図り，社会化された自我の行動基準白確立を目的とし

た。文，それまでに失われていた児童と教師との信頼関

係白再修複も乙の時期の重点的方針とされた。

A 彼らが，ヲーカーの権威と受容を共に信頼を保ちなが

ら受け止め，ある程度行動の改善の方へ向いながら，そ

れが一般的な社会関阪にまで汎化しない理由は，彼らの

情緒発達においで，他人l'対する甘え，依存心が強すぎ

るためと考えられた。そζで，1:の甘えを断ち切り，社

会的自立心田向上を図るために，企業見学やボランティ

ア活動等のカリキ品ラムを導入した。'1:れらの活動は，

彼ちに大きな変化を与えた。 2・3の具体例を示そうJ。

7月3白から4自にかけての市内護住の心身障害児宿)

とその保護者とのー泊キャンプは，彼らに自分の社会的

存在を自覚する発端となった。ワーカーから，ボランテ

ィ了とLての参加依頼を受けた時.彼らは新しい活動に

対する興味と期待た、けから飛びついただけで品。た。事

実彼らは，ポラジティT活動当日，派手で自己顕示欲だ

けをみたすような服を着てきでじまrった。 ι和じながら
彼らは，後になっでこのことの甘さに気がういていっTこる

彼らは，己とあるごとに委加者自前でポヲ:ベデふイJアと

しτ紹介され"挨拶を余儀無くrきぜられるい朝早ベ皆ん
なの前で手{ジオ体操の見本をみせなく之はtJ:ちない応乙

んなんとの桂会的関係自中で自分自宗きなべではな'"ぬ

役割を演ずるιきちに)彼色は，自分白自己中心性に気づ

いていった。彼らは'.ワ廿カァ±が何度注意じても直そう

占しな取った服装について';"f先生.;.，C.白紫の1，<ヮじlた，

はか必方がいいだろうか，1，小と尋ねできた自であるzw
また，企業見学などは.-，レストヲン回経営者なとゆら，

Fカウンターの中でおれ白い号乙とが聞けなドなι蹴っ
飛ばして覗る。蹴っ飛ぼすのは，お客さAiIG迷惑をカ吻ず

るからだ。服装も決められた王ニホームを着でもらうら

それがイヤなら仕事を常めでもらうだけた)，ただし-

歩庖の外;'i[出たら何も云わAi。自分方責任荘とれ， '俺は

知らん日ー Jなどf，J 初めを f社会J白言葉がぶつけ、られ

た。彼らは，何度、も，身を引締めながら，真剣な限差し

で聞いていた。それまごぜ教師や親から聞か古れている世

の中の乙とではあったが，理屈や知識ではな引;体験の

うちからにじみでてくる言葉の迫力l'彼らは身を乗り出

して聞き入ったゆであるJと夕日企業見学後，彼らは社会
に対する男方をひとつ変化さ!せ，就職に対し、てあ積極的

陀とらえていく盗勢がみられるようになり出じたイ

教師との関係も「自己洞察を，よりー般的な社会関係

の中における阜己の存厚長自覚していく形で進むにフれJ

少しずつ改善されていった。それは，今まで自己中心的

にしかとらえられなかーった教師を，，'教師の目からみた自

分自身の問題に気付~'~"ていく過程を通じて違う自で見始

めていったから白ょうであっ4.:.'~-..:."

〔保護者集団ド 一、 、if-I

1 乙こでの指導目標は，l:もする色子供l'対して過保護，

過干渉なところで集団一致をみやすい保護者集団に対ι
τ， .子供の社会的自立をじっーくり見守れる袈育態度を相
互啓発Lながら形成する、ととにあづた。 ζの時期白保護
者は，相互に批判したりする乙とはなく，逆にあ・1白

保護者は，常に連絡をとり合ったりLて，自分自子供以

外の児童とも積極的に話し合うよう陪なってきだりl芯%、

しかし子供へ由理解を進めながらも，先行き応対する不

安や焦りから過干渉になりすぎたりして，子供自身が自

己決定的に行動するのを妨げたりする乙とが目立った。

そζで，ワーカ}はポランティ 7活動や企業見学巧ゆ彼

らの線予や変化を保護者)，伝えながら，親のある均き養

-2s7-
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育態度を全員でじっくり考え合っていった。との，共IC

親白養育態度を考え合ってい己うとの雰囲気は，表面的

で短絡的な技術を求める姿勢を抑制L，自分自身の養育

態度を内省させていくのに大きな効果を示した。

〔学校との関係〕

第1期での管理職レベノレとのケース検討会は，児童相

談所というも由巨ついての魯裂やソ-~/ャル・グループ

ワークをすすめるにあたっての基本的理解を促進するに

は効果があった。しかし，児童の具体的問題に臨機応変

に対応したり，クラス集団内における児童白安定を図る

ためには，日頃生徒指導の直接的な当事者となっている

各クラス担任レベルとの協力関係が必要になってきた。

また，クラス担任からも，彼らの学校での生々しい状況

を知ってもらいたいとの声もあり，第2期では，ケース

検討会を各担任レベルとの闘で行うことになった。との

ケース検討会では，学校・家躍・児童相談所で由児童の

様子が情報交換され，それぞれ1人1人の児童と保護者

に対する援助由方法が具体的K方向づけられていった。

ζのケース検討会は，児相と学校が組織ぐるみで交流し

だすととになり， ζの結果は，あらゆる点でスムーズな

述携を両者がとることを可能とした。

〔第2期白まとめ〕

J雫司、
I i*ll>;¥f I I !A ii'l I [!三日
図2児童相談所・児童・保護者・学校由関係、

第2期は，児童相談所と児童と保護者。児童相談所と

児童と学校との関係がそれぞれ強化された時期といえる。

また，乙の時期は，社会教育的アプローチItより，各社

会的資源の活用がすすめられながら指導がなされた時期

で，グループワークの発展期ともいえる。また， L由時

期は主iζ児童白社会的自立過程が中心課題となった。し

かし， ζの社会化は，常IC学校外の活動ばかりで求めら

れた己ともあり，学校内での彼らの行動は常に狐立的で

仲間うちだけでかたまる傾向がつづいた。また，保護者

と学校との関係修復がなかなかなされず，ワーカーが，

教師と保護者との板ばさみになって困惑するζとなども

しばしば続いた。

一第3期ー

〔児童集団)

第3期では，①仲間IC準拠した行動基準から，独立し

た行動基準の確立促進と，②社会的価値の認識と卒業後

-288 

の社会的目標の確立カ暗旨導方針とされた。また，これ以

降は，グループワークにおける個別化を尊重しながら指

導するととになった。グループワークの最終的段階を目

指したものといえよう。

具体的カリキュラムとしては，乙の時期は夏休みにあ

たっていたため，各種企業への勤労体験やクラブ活動が

組まれた。カリキュラム自決定に際しては，児童の自発

的意欲を尊重し，保護者・学校・児童相談所目協力で，

個別的It行われた。己申際3年生の児童由ほとんどは就

職希望である乙とから考慮され，進路の決沼Eおける主体

的な判断能力を体験的民身につifさせるととも目的とされ式出

結果的には.A. Bは保護者から離れて保護者の郷里

で勤労体験を実施し， C. Fは自宅通勤で勤労体験を行

なった。 Eは2年生というとともあり，また本人自らが

パスケットボールに熱心になりかけていたこともあり，

部活動を休まず続けることが課題とされた。なお，この

際の勤労体験は，まだ義務教育中の中学生ということで，

原則として報酬・賃金は受けとらないこと。また責任は

保護者が全面的Itもち，企業へ白申込みも保護者自身が

行うこととさせた。

ζ由ような方針とカリキュラムIC基づいて行われた第

3期は，各自の社会的目標白差違が明確化し，各自の特

性に応じた個別化か閣られたと同時IC，個々の児童自社

会的自立のための力の差が歴然とした時期でもあった。

Aは，もともと両親の過保護下で長く育くまれた乙と

もあり，段も幼児性が強く，自立心IC欠けてい式こ。 Aは，

勤労体験を通じ，ある程度の自立性を獲得したもの白，

自己の社会的目標を自己決定できるだけ自力までは身に

つけられていなかった。 Cも己の傾向が強かったが，勤

労体験を通じて自信をある程度もってその後の進路決定

にのそーむようになった。 B.Fは，勤労体験を通じて，

それまで，依存的にしかとらえてζなかった両親K対し

てある程度自立して物事をとらえるようKなり両親の家

庭的問題に対してもはっきりと自己主張をするように変

わっていった。その意味では，己目2人は，ある程度目

潜在的な自立心を持ちながら，家族によってその力が抑

圧されていたともいえる。最もこの時期K変貌したのが，

2年生白Eであった。 Eはもともと，学力にもすぐれ，

自立心や自己洞察力にもすぐれていた。 ζのEが，パス

ケットボーノレという建設的な活動に向かった時，大きく

彼は変貌していった。彼は， ζの期を境IC自己の目標を

高校進学と学校再建におき，クラス集団にも学校にも自

ら積極的IC飛び込みはじめたのである。

第3期が， ζのような個人差を生んだζとは，我々に

とっては，あらかじめ予期されていたζととはいえ.や
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はりジョックは隠せなかった。しかしこのことは，それ

まで由児童の発達上の歪みの度合によるもので，乙の発

達的トラブルを 1-2年という短期間で指導していく乙

と自体に大きな壁があると恩われた。できれば，より継

続的な日常白場で，もっと時間をかけながらとり組んで

いく乙との大切さを我々自身が再認識させられたともい

える。

己目期の各人の社会的自立力の差は，ワーカーから保

護者に卒直に伝えられ，こ由自立を援助できる日常的な

場ζそ家庭(学校〉である乙とが相互自助確認された。

〔保護者集団〕

手供が，クラブ活動，勤労体験等，各々白特性l'応じ

た活動を行い始めた第3期の保護者グループの指導目標

は，子供由建設的な社会化を永続的に保障するために，

q保護者自自立的な相互自助システムの確立と.1%学校
と保護者自信頼関係の樹立におかれた。

乙のうち，第l点目白目標は，具体的には，グループ

ワーク対象の保護者を中心に.fA中学校区親の会Jを設

立するととによって達成された。親白会の目的は.A中

学校区における問題行動をもっ児童及びその家族を守り

その福祉をはかると共に社会を明るくする乙ととされ，

己の目的を達成するために次由4つの事業が義務づけら

れた。¢問題行動をもっ児童たちの親由連絡ならびに研

修会及び「親の会」回開催。②問題行動をもっ児童に対

する健全育成の促進。③他団体との迎絡及び愛知県半園

児童相談所.A中学校等関係機関との連絡調整をはかる

乙と。④その他本会田目的壱達成するためDι、要な事業。
親心会の設立通営にあたっては，当初は，児童相談所

が会則をつくったり，親の会の設立を提案したり，全面

に亙って協力を行ったが，そ白後，会長，副会長を互選

によって選出し CA白父が会長).学校が事務局となっ

て「親の会」の場所を貸しはじめたりしたため，児童相

談所は，顧問役として表面活動から退き，親による自主

的活動が尊重されるようになった。また，従来児童Z相談
所で行なわれてきた保護者グループワークも，親の会の

活動に移行していった。

第2点目白目標も「親の会Jを定期的医学校を会場と

して開き，そ己i[.学校由クラス担任や他自必要な教員

及び児重相談所由ワーカーが参加するととで速成される

ようになった。 ζのように親の会が設立されたことは，

ソーシャノレ・グループワークを大きく前進させるととに

なった。〆即ち，非行児童の地域処遇。E必要な拠点として

の役割を，この親由会が果す乙とが期待できるからであ

る。第2期以前まて児童相談所がその役割を果していた

が，児童相談所は乙白期を墳に，児軍相談所による地域
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の直接指導から，しだいに地域回主体性を璽応じる方向

l'転換されていく乙とになった。

〔学校との関係1

第3期の目標は，今までぎくしゃくしてきた学校と保

護者自関係を改善する乙とにおかれた。乙の期は保護者

のグループが，親の会として正式に組織だったものにな

っていったため，乙由両者の改善を，親由会自ちが進ん

で行うことで行われた。具体的には，親が学校を会場と

して主催する「親の会Ji[，.教師とワーカーが参加する

ζとで，各々白人がそれぞれ感じたままに意見を述べな

がら，相互の連携と協力が推進された。この会合は，〆学

校と保護者の関係改善・協力関係強化に犬刊と役立つTこる

それまで，どちらかというと，立場白E迫力〉った保護者は，

教師に一方的に説教されで終わり，結果的には，潜在的

な不満を残しておおるだ捗の保護者が多かった。また逆

i[.親由主張に責任感を感じて萎縮しτしまっていた教
師など治まいた。し、かじ，両者とも栂手の努力や立場を尊

蜜しながら，具体附な子供への対応を模索し合おうとの

会由運営田盗勢は，自然悟棺互の火々の労苦に対する〆共

感白雰囲気をつくり出しiじだいに，双方とも本音で話
七合っていくといった迫田ムードができていったのである。

己うなってくると，そ，れまで，周囲の人に対じて自己防

衛的資勢を示Lたり外罰的姿勢を示じていた親もしだい

に情緒的に安定しはじめ，教師も，親の素直な悩みを聞

くなかで，指導者意識より，共i[子供の乙とを考え合う

との姿勢が身についでいったのである。

(第3期のまとめ〕

川童相談所Jこ二=コ|学 校|

二E学〈こE
l保護者|ζ二=コ I児 童I
図3 第3期児童相談所・児章・

保護者・学校0)関係、

第3期は，児童相談所・保護者・学校・児童由4者の

関係がすべて改善，修復され，をれぞれの信頼関係も初

めて基本的に相互的樹立がなされた時期である。また，

問題児童も，夏体みをそれぞれ由自的や特性に応じた建

設的な活動を体験するζとを通じ，そ由児童なりの社会

化をはかつていった時期でもある。乙の社会化の過程は

結果的1'.彼らの以前の非行性白仲間集団を自然崩壊吉
せ，それぞれにクラス集団や，周囲の保護者・教師等の

自分をとり囲む一般的な社会関係にある人5々を常l'意識

させていく乙とになり，乙の時期は，ほとんど問題らι
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き問題をひきおζさなかった。そして霊安な点は， ζ由

ような子供述の社会化を促したのは，保護者や学校関係

者らにより，彼らにも健全な育成の場を与えようと白強

い意識と協力があったという ζとである。

一第4期ー

〔子供集団}

この期は，夏休み明けから始まるという己ともあり，

それまでに培われてきたものを，実際IC，自らが主体的

に学校・家庭生活ICおいて役立てていく乙とが目的とさ

れた。そのため指導方針としては，①卒業後の就職先の

決定。②クラス・学校への適応があげられた。またζ白

期は，社会教育的アプローチよりは，一般的なグループ

カウンセリンダや個別カウンセリングにより，児童の主

体的意識や自立心持続のための精神的援助を側面的IC行

うことになった。治療教育的関わりから，相談援助的関

わりへの転換であった。このため，<::の時期は定期的な

適所指導は行なわれず，必要に応じて白対応泊三なされ7ら

第4期は，第3期につづいて，社会化における個人差

が一段と拡がった時でもある。それは，各々の行動基準

の確立の程度，情緒函田発逮等によって決定づけられる

課題場面における自主的な解決能力の差異ともいえるべ

きものからきていたように思われる。また，その中にあ

って，もっとも彼らの方向を決定づけていたのは，周囲

の者に対する甘えの程度，親からの精神的自立の程度に

あったようι思われる。 Eは，第2期IC引きつづき，も
っとも早く立ち直っていった。彼は，クラブ活動やクラ

ス集団IC自ら溶け込んでいく努力をしながら，今までの

周囲への悪影響を反省して，学校再建白先頭に立ちはじ

めた。彼は，周囲の不安をよそに，生徒会副会長に立候

補し，みどとに当選したのである。彼がこ乙K至るまで

には，教師の努力をはじめ，さまざまな陰の力があった。

しかし，何よりも，彼自身の自立心の強さと問題解決能

力における力がもともと彼にそれまでに備わっていたζ

とが最大の要因でもある。彼は，片親聞によって育てら

れ，幼少期より，将来母親に楽をさせようと，男性とし

ての独立心IC目覚めていた。また，もともと中学一年ま

で彼は，成績優秀児であり，知的な判断力も優れていた

のである。彼のζのようなカが，非行から転換して.学

校再建IC向けられたのである。

一方，今までずっとボスの座にあったAは，いつまで

たっても，クラス集団や学校生活に自分目新しい場を見

い出すことができなかった。彼は，何度もクラス集団白

中に入いろうとした。しかし，彼は，周囲が自分を認め

てくれないかぎり，自らクラス田中に飛び込むととがで

きる主うな児童ではなかった。 Aは，今回目指導対象児

の中では，もっとも過保護に育てられ，甘えん坊に育て

られていた。と白ととが，この期K至って大きな障壁と

なって現われたのである。 C.Fもζ のようなAにいつ

も付き合い，廊下をウロウロすることがしばしばであっ

た。

またBは，この時期に入って始めて，両親由不和?と対

する不満と苦悩をワーカーに自己表出した。彼は生まれ

た時から，両親の離婚さわぎのまっただ中におかれてき

た。両親は，ただ子供のために同居しているだけであっ

た。しかし，共IC，我が子IC対しては，相手lζ張り合う

ように過保護・過干渉を示してきたのである。ワーカー

も学校も，この両親の不和を改善することを何度も試み

たがが，うまくいかなかった。あとはBが，己白両親を

乗り越える時期をひたすら待つだけであったのである。

Bは，卒業後由進路決定が迫るにつれ，両親のエゴイズ

ムIC巻き込まれることを嫌って，ついに不満を述べたの

である。彼は，己の両親への不満を自己表出する紛ふ

自分自身のζとを自立して考えるようになり，しだいに

折目正しい学校・家庭生活をするようになっていった。

[保護者集団]

第4期は，第3期に引き続き， A中学校lζて定期的iζ

関かれる「親の会JIC重量加する形で，側面的援助が進め

られた。しかし，進路上白問題や就職の問題，家庭内の

問題など，保護者白個別的悩みに対しては，個別相談が

行なわれた。と由時期は，学校と田関係において，今ま

で受身的であった保護者が能動的になっていった昨でもあ

る。しかし，進路問題では， ζの能動性がともすると親

の過剰期待から発揮されたりして，ワーカーは，もっぱ

らこの点目セーブにまわるととが多かった。

(学校との関係〕

乙由期は，ソーνャJレ・グループワークの最終段階と
いう乙とで，グループ指導の対象児童については，基本

的には，続白会と学校IC一任L，児童相談所は，学校と

ともIC，広く校内暴力再発紡止のための地域啓蒙に力点

を注いだ。具体的には， A中学校区白保育園や小学校白

母親学級父親学級IC劉日L，講演会等を通じて，非行再発

防止白ための努力を地域の人々が一体となって行う乙と話時

えたのである。 ζ白講演会は， A中学校田l年近くに亙

る実践が生々しくそ白まま伝えられたため大きな反響を

呼んだ。また， ζの歩みの中で得られた多くの知見は，

地域の人々に日常由生活の中で何を具体的に果していけ

ばよいかをあきらかKした。そして，地域由人々に，子

供の健全育成をはかる乙とが，いかに大変でまた大切な

ζとであるかが痛感されていったのである。
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〔第4期のまとめ〕

図4 第4期児童相談所・児童・一
保護者・学校の関係

己由時期は， '/ーシャル・グループワ一、クの最終段階

として地域が主体となり，児童相談所は， 3Z4要に応じて

のみ，個~I.湘談をするにとどまヮた。しかじ，逆に，児

童相談所由役割としては，校内暴力再発防止のための地

域運動It，具体的な方向性と方法を，ソーシャル・グルー

プワークの実践を通Lて伝達する ζとが大きな業務とな
った。 ζ自己とは， A校由ソーシャノレ・グループワーク

の終了が，新たな非行予防のための地域作り四第一歩で

あったことを物語った。

ーその後一

児童相談所のソーシャル・グループワークは，第4期

の11月5日をもって実質上終了した。l という己主は，校

R 内暴力事件をひ員おζLた直接の児1量It対する当初の指 l

導目標は，それなりに達成され.また家庭、学校を中心

とする地域の人々の指導力も安定してきたため，児童相

談所Yーシャル・グループワ+~を進める意義が発展的

It解消されていたためである。

指導対象児のその後の経過は，卒業式や進級を前ItL，

て，不安や焦燥感などが入り混り，一進一退を続けなが

ら，それなりの進路に進んでいった。

Aは，最後の最後まで，クラス集園児溶け込むζとが

できず笠校拒否的な状態が続いたりしたのち，自動車整〉

備関係、白各種学校It進学していった。卒業を前にした彼

は，目をくりくりした幼ド印象を与える子で，以前A中

学校のポスとして君臨した面影はど乙にも見当らなかっ

た。 ζれは，ある意味で，彼が，彼本来由姿It戻ってい

った時，彼の幼なさと自我の弱さが，正直に顔や態度It

現われたものといえよう。

Cも，ある程度クラス集団に溶け込みかけたものの，

周闘が進学記熱を入れ始めた頃から疎外感を感じ始め登

校拒否的状態が続きはじめた。そのため卒業式まぎわに

は，本人，保護者，学校の協力下のもとに勤労体験が進

められ，卒業式には，自らが望んだ大工職人へ白就職を

内定し，さわやかIt出席した。

Bは，父・母が子供の進路をめぐって激しい対立を繰

り返えしたため，卒業式まぎわまで進路の方向が定まら

なかった。 Jしかし，彼自身が両親からの精神的独立の決

意を固める ζとにより，他市町村の中小企業It住込みで

働く乙とIt決まり，ヤヰ主，学校生活}家庭生活とも詰E
U ちJつきの方向It向っtいった。
Dば，学習不振が敷く，芽業にもタかなか落ち士材，

付和雷同的な行動が縫いたが，父親由病気をきっかけに，

一家の長男としての自覚It芽生え出し，中小企業It意欲

的It就職していった。

Eは，生徒会副会長に当選したのち，一変していっtゐ

彼は，地域の非行を自らひきおζした者とLての立場か
ら，非行防止のため訴えを}まじめたの?である。

Fほ，継母It対する甘えと反発のアンピパレンスと父

親の厳格・放任It対する反発のため，なかなか落ちつか

ず子家出・怠学を繰り返えじた。そんな彼K対じて援助

をしつづ砂た白は，担任と生徒指導主事也教師であった。

彼は，就職未定白ままiなんとか家庭It落ちつきはじめ
たところである。

3 考察

今回，ソーシャル・グループワークを通じt感じられ

る己とは，指導対象児由大半が，それまで白発逮過程上

の歪みが原因となって，

(!) 自分の性差に対する役割認識

(2) 自分自能力に対する適切、な自己評価)

(3) "正と不正，美醜などの価値判断力

など，適切な自我の行動基準をもっていないという己と

である。 Lかも，この自我の行動基準の混乱がLそれま
での発途上の各年令期における課題 I基本的信頼の宮!!ilJ.，
自立性白獲得等)を，適切に乗り越えずにきたところか

ら生じていると考えられる己とである。彼らは，適切な

自我の行動基準を持ち得ぬからζそ，彼らを取り阻む一

般社会との心、理的距離を一層広げ，疎外感品らの反動形

成から，非行性由文化行動基準に準拠していっているの

である。

学校内Itおいて筒題児童が，己申よラな傾向にある時

It，地域由人々のコミュエティー意識が簿かったり，教

師集団の指導に問題があったりして，彼らに対して疎外

感を増大させるような指導がなされると，問題児童は周

囲白人々に対して強い不信感や反発心を抱くととになる。

そして彼らは，ますますお互いの非行文化の共有や同一

視を通じて，独自の非行集団を学内に形成していってし

まう。そして時々，そ白不満が学校内暴力として噴出す

るのである。乙白ような時，非行集団を取りまく一般生
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表2 児童集団への指導経過一覧

第 I期(5月-6月初旬〕 第 E期(6月初旬-7月末)

1 児童の行動・性格特性白把握 1 社会教育的アプローチによる，地域社会へ由参加

指 2 ワーカー(心理判定員)との信頼関係の樹立 意欲向上，社会的目標，自我行動基準の確立

導 3 グループメンバー白消観的・草IJ那的感情の修正と 2 教師と児童との信頼関係樹立

自己の新しい感情の再発見 以上自点を具体化するため，児相と学校との役割分担
方 4 グループワークへの動機づけ を明確化し，児相は，社会見学，ボランティア活動の

針 以上田点を具体化するため，開講式・体育指導・学習 社会教育を重点的に実施する。

指導・ゲーム・遊び等を行う

5月11日 開講式，プレイ(ホットテニス〕 6月14日 社会見学(肢体不自由施設見学〉

5月17日 半田社会教育課の協力下に体育指導(ソフ 6月21日 プレイ(トランプ，はりつけ).m図面接
指
トボーJレ).集団面接 (5月14日の他中学校の生徒と 6月29日 プレイ〈トランプ，卓球，ソフト).集図面

集団乱闘事件について) 接〈卒業後の目標，ボランティア活動への動機づけ)

導 5月26日 学習指導(小3-中2までの数学).プレイ 7月3-4日 ボランティア活動(市内在邑;v粉耳児・

(ホットテニス) 者とその保護者の一泊キャンプIr学生ボランティアと
内 5月31日 0・学習指導〈算数・数学) して参加)

{ 廿
6月8日 体育指導〈ソフトボ-)レ).プレイ(ホット 7月6日 教師との集団対談(生徒指導担任，純真に

テニス) 児童遥が，日頃の思いのたけを集団でぶつける〉

7月12日 社会見学(企業見学及び経営者との懇談

会)

警察の補導の対象となるような反社会的行動はなくな 新しい社会体験により，自己の甘えを断ち切り始め，

る。しかし，遅刻，エスケープ，校則違反，教師・保 自立心を持ちはじめる。文保護者が，それぞれの子供
行
護者への反発は依然頻発する。又クラス内では狐立気 の変化や長所を相互に受容しはじめ，一方的な交遊白

動 味由行動をとり，他クラスの不良児との交遊がつって。 分断を押しつけなくなり，その結果として，保護者と

ワ』カーと児童集団との聞に信頼関係か樹立された杭 児童との信頼掲係が修復されはじめる。学校内では，
変 児稲田児童に対する指導上白権威が高まりす吉，学校 授業Ir参加意欲を持ちはじめるもの，部活Ir参加しは

容 における教師と児童と自信頼関係が阻害されやすい傾 じめるものなどが出現しはじめる。しかし，児相の指

向となる。 導対象児だけが，クラス集団から狐立L.仲間うちだ

けでかたまる傾向がつづく。

学習指導や体育指導等，既存の学校教育に類似する指 総括的な集団指導による社会教育白みでは，個別の特

導プログラム由みでは，児童の社会的参加意欲の向上 性IL応じた発達援助に限界がでてくる。文，学校の進
次 や自覚を促すためには限界がある。 路指導に応じ，早期の進路決定のため田側面的援助が

期 必要になってくる。

指

導

課
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第皿期(7月末-8、月末) 第 W 期(.9月~現在)

I 仲間に準拠した行動基準から独立した自己の行動基11 卒業後の就職先の決定、
準の確立促進 I 2 クラス・学校への適応
2 社会的価値の認識と卒業後の社会的目標の確立 l以上白ζとを具体化するため，グループカウンセリング.1
以上の点を具体化するため，各個人目個別化を重視したl及び個別カウンセリングを実施する
グルヶプワークと，勤労体験や部活動の促進援助による，1
個別的なかかわりを重視した指導を実施する。文，キャl
ンダ活動により，児童相主の相互啓発を行う。

7月22日体育指導(卓球〉
8月17日…キャンプ説明会

B月26-27日ー 1泊キャンプ(愛知腎少年公園にて)
夏休み中ー各自勤労体験，部活動を行う
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卒業後申進路を自己の特性It照らして考えはじめ，自主l進路決定を，不安と焦燥感のなかながら自立して決定し
的l'勤労体験や部活動，学習等に積極的になりはじめる。lていく。クラス集団It溶け込もうとする児童もではじめ
甘えの強かった面から，自分自行動基準を確立しはじめ"1る。文.教師に対しての反発心がなくなり，甘えの行動
自立白方向へ向いはじめる。 Iが過にではじめる。又，学校再建のため，生徒会副会長

に立候補l."当選するものもではじめる。

卒業後の指導体制の充実化をいかに図るか。夏休み中白l卒業後の就職安定を図るとと。社会的責任を自覚しキ行I
成果をいかにして，休み明けに結びつけていくか。学校・l動がとれること。乙れらのζとを，援助していくために t
保護者の問題児童への取りくみに自信がでてきており， 1は，学校関係者や児精を超えた，地域の人々の彼らに対
今後は，児相自主体制より， ，学校・家庭・地域由主体lする理解がなにまり必要不可欠であるが，それを実現すト
性を尊重した方がよいと思われてくる。文， ζれらの点lるには至らず，いつ再び社会への参加意欲を失ろがもし|
を総合すると，グループワークの当初の目標はある程度lれない面がある点。
達成されたと思われ，今後はグループ指導を終結して，

学校・保護者からの相談iζ基づく個別指導l己切り換えて
いく必要性がでてくる。、
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表3 保護者集団への指導経過一覧

第 I期(5月-6月初旬) 第 E期(6月初旬-7月末)

指
l ワーカーと保護者との信頼関係樹立 保護者と相互協力による子供の社会的自立援助に対す

導
2 保護者相互の信頼関係の樹立 る指導観の確立。

方
3. r親が悪いといわれるJ罪意識からくる狐立感の 以上の乙とを具体化するためグループカウンセリング

針
払拭 を実施する。

以上の乙との具体化のため集団面接を実施する。

指
5月11日日開講式，懇談会 6月21日0・グループカウンセリング(共同して子供の

導
5月26日ーグループカウンセリング(学校に対する不 ζとを考える乙と，卒業後の進路決定をはやめること〉

内
満を自由1<:出してもらう〉 7月6日 グループカウンセリング〈組織的に共同し

白色ヨp
6月8日ーグループカウンセリング(親の族白指導と て子供の乙とを考えるための親の会設立について〉

の違い，子供の将来目標について)

保護者相互が‘自分自子を慈くしたのは，あ由親の子 保護者相互が，連絡をとりあったりして，子供の指導
1"1" である'との思いから，他者批判的で自己防衛が強か を協力しはじめるとともに，相互の信頼関係を深め始

動 ったが，学校への不満など，保護者相互に共通する恩 める。

変 いを表出する乙とを通じて，相互共感的になる。文，

，世命・ 親の不安・狐立感の受容を通じて，カウンセラーに対

して信頼をおきはじめる。

問
集団面接を通じて，保護者の心理的安定は図られた杭 子供の自立援助を保障するため白，体系的な保障シス

題
ともするとその養育態度は，子供の自立的発迭を阻害 テム作りか、課題となる。

点
する過干渉な考え方で集団一致をみやすくなる。

表4 学校との関係一覧

第 I期(5月-6月初旬) 第 E期(6月初旬-7月末〉

1 校長以下管理職レベルの教師との信頼関係の樹立 1 クラス担任レベルとの協力強化

2 児相の指導方針の啓蒙 2 児相と学校との役割分担の明確化

以上の点を具体化するためケース検討会を実施する。 以上のことを具体化するためケース検討会辛実施する。

協力内白骨
学校訪問によるケース検討会 (5月15.18. 21. 25. 学校訪聞によるケ ス検討会 (7月6. 7. 26日)

28. 6月9.18. 30臼)

協 それまで，児相のケースワーカーと，生徒指導担任と 担任レベルとの信頼関係が成立し，ワーカーと現場教

力 の個別的な協力が中心であった。 ζのケース検討会を 師との組織的協力体制が確立される。ワーカーと学校
形 通じて学校ぐるみの協力関係が強まる。文，学校全体 現溺教師とのケース討論を通じ，それまで不鮮明であ
態
の
や地域環境についての実情を考慮・配慮した指導方針 った学校と児相との相互役割分担に基づく指導体制が

変 b'.栢互協力下に立てはじめられる。文，児相陣輔・ 確立される。
m廿~ 機能Kついての学校側の認識が深まる。
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第 E期(.7月末-8月末〕 第 W 期(9月~現在)
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7月20日…第l回親の会〈児粗にだ設立式)

8月13日
}・・・第2凪第3aJ，学校を事務局として開催

8月30日

9月14日第4回親の会

10月1日日第5回親の会"'-.-

11月5日刊第6回線町会

目ρ、

一、、

親の会を自立的It運営しはじめ，卒業後をふまえた相互1学校との信頼関係が，受身IJ~;.伝動的になる。
協力体制をつ《りはじめ，各クラス担年とめ信頼関係づ11 . ... ，・ 2;¥川
くりをしはじめる。"

一一一z 、

ノ

学校と保護者との話L合Uで，双方の意見調整をできる 1親が、子供の生涯を通r:;~.，親とじで自分が責任をもうでl

リーダーがップを，どζ白誰がとるかが不鮮明のままでl育てで.V~<Jとい合意識民自建めた時"学校での適応φ1，
ある点。 人、 γ iみを強調す号教師に対しでヲヘ再び不満壱抱ぐ可能性があl

る点。

、 、，
J 

第 E期(7月末-8月末) 第 W 期(9月~現在〉

l 教師と保護者との協力関係強化 μ lグループ指導の対象児につい宅は，一基本的It，学校の指l
2 教師と保護者との役割分担の明確化 I導に任かせ，児相は学校止ともK校内暴力再防止のためl
以上のζとを具体化するため親の会主催白教師との懇談lの，地域啓蒙にカ点をおく
会IC参加

親の会に学校の教師とともに参加 (8月13，30日〉 地域の保護者会や学校で白母親学級It重量加文，隣接地区B
E 、よ

保護者・学校・児梱の三者による指導協力体制が樹立さi学校と、自信頼関係が充実し，地域対策に学校と歩調を合I
れる。教師・児童・保護者の三者の信頼関係が樹立されlわせる段階にまで至る。'.." I 
はじめる。

i
¥
 

一、月
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徒にも，学校生活への不満や進路上の不安，非行への漠

然とした悩れなどがあれば，学校全体が荒れる乙とも稀

ではない。

以上のように考えてくると，今日の非行は大きく分け

て2つの要因があるように思われる。その1つは，児童

自身の発達上の問題であり，もう lつは，周囲の問題児

童It対する按し方の問題である。

以下乙の2つ白観点から，非行指導上の問題点をまと

めると次のようになろう。

(1)権威と受客

今日の非行問題を引き起こしている問題児童の多くは，

それまでの発達過程のなかで，十分な自立性を獲得する

のに失敗し，幼児的な甘えを持ったままである。乙のよ

うな児童に対して，一方的な強制や厳しさ由みで周闘が

接しては，児童から感情的反発を招く己とになる。かと

いって，児童由気持をくむと称して，子供の言うなりを

許しては，反社会的行為をそのまま許容してしまう乙と

にも通じる。指導上大切なととは，周囲の指導者が，二

面的に接する必要があるという乙とである。乙の「二垣J

とは，子供と大人とを結びつけている心理的な人間関係

上田乙とで， r権威と受容」といえるものである。
特に乙白乙とは，今日の問題児童白両親出鶴港掛九

社会的規範・権威の象徴としての父性が弱まり，無条件

の共感者・理解者としての母性がうまく機能していない

ことを考慮すると，指導上重要なポイントとなる。

乙の二面的なかかわりを，いかにして家庭・秘情品団・

地域関係機関同志，そして児童相談所等が役割分担し，

その統合をはかるかを，今後検討していく必要があろう。

まさに権威と受容が，問題児童を取り囲む周囲の人々の

間で，うまく統合されていない時It，周囲への不信感と

しての非行が発生すると考えられる。

(2) 社会教育的アプローチの有効性

周聞の者に対して心理的な甘えのある児童に対し，社

会的な自立心を形成していくためには，面接巴よる個別

的・集団的なカウンセリンクeばかりでなく，現実的な社

会関係のなかにおいて，治療・教育をお乙なうことも有

効な方法である。他人や社会を君織せざるをえないよう

な状況は，自己の洞察を結果的に促進させる己とになる。

乙の際重要な乙とは，問題児童にかかわる関係者が，社

会教育的働きかけの意義に対して，十分な理解を持って

進められる必要があるという ζとであり，ただ問題児童

に対して，ボランティア活動や勤労体験をさせれば良い

というものではない。乙のアプローチはあくまで，一定

の治療・教育的目的を持って進められるべきであり，一

種の生活場面的な面接技法やケースワーク的働きかけが，

背nc必要とされるからである。
また，社会教育的アプローチの有効性は，問題児童の

多くが持つ自我の行動基準の混乱に対して，その再教育

的機能を有するという乙とである。自我行動基準の混乱

は，長い生育史上の発達的トラブルとして生じてくるも

のであって，この混乱It対して.ただ物事のあるべき行

動基準を説明したり説得するだけでは，真It自己のある

べき姿を洞察し得ない乙とは明らかである。自我田確立

のために必要なことは，遊び方・学習・ノレール作り等を

含む，発達課題達成田基準となる具体的活動記盈じての，

体験的自己洞察が必要となってくるのである。

(3) 問題児童をかかえる保護者へのアプローチ

今日の問題児童をかかえる保護者は，子供への朕法が

分からなかったり，地域住民の非難のなかで狐立し，

強い情緒不安のなかで混乱していることが多い。最近。

ように何事においても，親が悪いといって済ましてしま

う安易な風潮が周囲にある場合などは，己とさら乙の傾

向が強く，なかには過度な防衛心や外罰性を，持ってし

まっている保護者も少なくない。特It，流入世帯人口が

多く，急成長の地域などは，地域住民の相互白知り合い

皮(既知度)が簿く， ιの傾向が強まる。
ζのような保護者に対して，何よりも大切な己とは，

親が子供の族や教育児自信が持てるような援助を周聞白

ものがする機運を作り出し，まず保護者の情緒的安定を

はかつていく己とが必要となってくる。その意味では，

問題児童をかかえる保護者を集め，グループカウンセリ

ングを試みていくのも lつの有効な方法である。また，

今回のソーシャJレ・グループワークのように，学校単位

で保護者を組織し，周囲の者がその親白会の援助をはか

つていくのも，有効であるう。

(4) 地域社会資源の活用と組織化

問題児童の指導にあたって，地域の社会資源を活用し

ながら，そ由組織化をはかるかどうかは，その後の在宅

指導に大きな差違を生む。今回のソーシャル・グループ

ワーク Itあたっては，学校ばかりでなく，社会教育課の

脅少年の健全育成区携わる指導員K体育指導を依頼した

り，企業見学や勤労体験学習にあたっては，青年会議所

由青少年問題部会の全面的協力を得たりした。また，障

害児へのボランティア活動にあたっては，福祉事務所・

社会福祉協議会・手をつなぐ続の会などの協力も得た。

とのような，地域の社会資源の活用は，地域白人々の

非行防止や筒題児童It対する関心を高めていく結果とな

り，その組織化を通じてその後の指導においても，多角

的な地域処遇のフ・ログラムを作る己とを可能にしていっ

た白である。地域機関の連携は，ただ行政的に紘織化す
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るだけでは，実行力を伴った地域システムは生まれでζ

ない。やはり日頃，具体的なケースにつ川て社会資源を

有効に活用しながら，組織化をはかることを通じて，相

互由役割が明確となり，実行力のある連携が深ま q てい

くも白と考えられる。また，乙の社会資源の活用はp 学

校などを中核的拠点としていけ''I，キりキ続的宅地域It

根づいた組織化が可能になると恩われる。今後児童相談

所は，非行児童の地域処遇にあたって.学校との密接な

連携をとる必要があろう。

このような指導上の諸問題から，今回の指導事例白指

導効果と今後むあるべき児童栂談所の非行児φ指導のア
プローチをまとめると次のようになろう。

(1)今回白事例では，非行児童を取り囲む保護者・教

師・地域白人々が，指導上の一致をみた時(問題児奮を

I人も疎外せず，権威と受容を各々が適切に機能させ，

連携・統合をはかりながら，心身の健全な育成をはかる

との姿勢で，一致した態度入反社会的行動への収拾の

道が関かれた。

今後児童相談所としては，卒先して非行児童を取り囲

む家庭・学校・関係機関白オーガユゼーションをはかり，

非符指導上のリーダーシップをとる必要があろう。また，

その組織化の土台となる冶療教育プログラムを，地域It

示す必要があろう。

(2) 今回の事例では，反社会的行動(D収拾には，保護

者・学校・地域の連携が最も効果を示ιたが，問題行動
田発生原因となっている発達上の問題解決には，社会教

育的な集団指導が効果を示した。しかし，その治療・教

育効果はそれまで白，発達上の歪みの度合Itよって大き

な差逃がみられた。

今後児童相談所は，従来由個別的な面接指導ばかりで

なく，社会教育的アプローチや集団指導の技術や指導体

制を充実させていく必要があろう。また，問題児童への

早期対応や指導脅度の濃さなどを，いかに充実させるか

検討Lていく必要があろう。 い

，Il 非行問題に関する意識調査

1 問題

われわれは，非行児童に対する有効かっ具体的な指導

由一つのあり方を示すも白として第一部事例研究におい

て，半田児童相談所で試みられたソージャル・グループ

ワークの実践を報告した。そしてそとでは，児童本人と

その保護者に対する指導とともに，学校と地域社会とが

連携を保ちながら乙の問題。E立ち向かう乙との重要性や，

児童相談所がモの中核的役割を果たしうるζとを示した。

これは，児童相談所が， r地域く‘るみの新王対策Jと白
観点からその活動を展開しようとするものセあるが，理

論面，実践面で媛昧な部分があり，検討すべき点も多々

残されている。例えば，第一部で報告したような深刻な

非行問題が他の地域にも存在するのかとうか，活用Lぅ
ノ，も

三る社会資源む現状はtどうか，児童相談所の指導体制をい

の唱整当面するか等々の問題がそ白例である。乙れι白問
題は，換言すれば，半田児童相談所鮒ったソージル

グループワークは，そ由地域の特性を背景にした特異な

活動として位置づけられるべきか，それとも普遍化しう

るものなのかと心う実践経験から抽出されたものをど乙

まで一般化できるかとJいう問題である。 Lたがって，こ
の位置づけをめく‘る検討は，われわれの意図するソーγ

ヤル・グループワークをより精練するための最も基本的

な作業と夕、わざるをえない。

われわれは，乙うした問題の検討を進めるにあたって，

まず，-.非行問題It対安る学校~意識を把握する必要があ

ると考えた。その理由は，ーつには，学校が長期的，計

画的It人聞を育成する専門機関として機能1.-，非常に大

きな指導力を具備して的手:ζとEJ-5つ別立，その反面で，
学校の現在白指導に対して様々な立場からの問題か孜げ

かけられている己とである。

われわれは，また，"_Lのような作業を通しで，非行申

予防や指導K対して，児窓相談所が今後行うべき緩助を

考える糸口が見bt出せるのではないかとも考えており〆
今回の意識調査は主今後由児童相談所の方向をさぐるた

めに実施したものである。

調査の内容は，おおむね次田4項目である l

l 中学校における非行の現状

2 中学校における非行児由指導の現状と問題点

3、非行自予防や指導に対して健全育成活動由果たし

ている役割

4 今後の非行対策

立方法

愛知県下(名古屋市を除く)の会公立中学校の生徒指

導主事263名を対象に，質問紙による"7ンケート調査を

実施。調査時期は，昭和58年2月1日から25固まで。澗

査用紙は，各中学校あてに郵送した。〈別表(1);ω)五
対象者を生徒指導主事に限定じた由はL中学校におけ

る非行指導に実務レベルで中心的役割を果たιでいる今回
で，学校全体を掌握しやすい立場にいる乙とやj回答由

水準を同一にする己とを期待したからであ志。

なお，対象者白所属する中学校の分布状況は，図5の

とお刀である。
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図5 愛知県下の中学校の分布状況
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表5 対象者の中学校生徒指導主事の経験(通算年数〕

表6 対象者の所属する中学校の生徒数

表8 中学校からみたζこ2-3年の非行問題
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3 結果と考察

(11対象者について

得られた有効回答数は. 245で，回収率は93.2%であ

るが，その対象者自中学校における生徒指導主事の経験

年数は，表5由とおりである。また，その所属する中学

校の生徒数及び校区内の生活区域は，表6.7のとおり

である。

(21 非行問題1(対する学校の意識

昨今，非行は戦後第三のピークにあるといわれている。

ζの問題に対L-.学校はど由ような意識をもっているの

であろうか。当該学校生徒の非行問題Kついて，己乙2

-3年の傾向を問うた結果が表8である。

ζれをみると. 4分の3白学校が非行問題IC直面して

いて，ほとんど問題になっていない学校は. 25.7労にす

ぎない。また，問題に直面している学校についても，沈

静化白傾向にある白は，そ白3分のlにすぎない。乙れ

らの数字は，非行が一部自特別な学校白問題でなく，多

く白学校に共通する問題となっているととを示すと掬ζ

今後の予測に楽観を許さぬも白があることを物語ってい

る。

己乙で注目すべきととは，学校の規模により，前述の

傾向にも差異があるという乙とである。即ち，生徒数

600人以下の学校においては，約50%がほとんど問題に

なっていない白に対L-. 1，000人を結えた学校ではそれ

が7%1(激減している。 ζれらは，生徒数回多い学校ほ

ど非行が問題化している傾向を示すものである。

とれに関連して，校区内の人口流出入状況をみたもの

が表9である。 ζの表によれば，校区内の人口変動は，
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(41 非行対策推進上の問題、三巧父つ

①非行生徒白指導を阻な。もの〉ヂ)三 J

中学校が実施bている、非行児の指導f<;色1って，ど由よ

うなととがそ句妨げになっているかを志たあのが鼠rで
ある。 J

最も多いのは.r問題生徒四保護者Jで全体の約90%
の者Is指摘ι中「生徒本大田問題]'('7u泌3甚之まらEでい
る。次いで.r地域の人々・環境Iが約60$高であるが，
乙れには本人と同じ学校の卒業生が含主れず委う者i
「教師J.r周囲の一般生徒Jは，全体白約305者と低{キな
っ丈おり，児童相談所，福祉事務所，警察等or地域p
関係機関Jit至っては105百を越えていない。
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変動あり 一定
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生徒数の多い学校ほど著乙い。

以上申己とから，生徒数の多い学校E非行問題が多発

しているのは，学校教育ととも陪地域白あり方にも関係

があるとみるべきであろう。 λ口規模が一定な地域に比

べ，そζに変動のある地域，殊に増加順向にある地域で

は，住民の連帯意識が脆弱な場合が少なくない。己申よ

うな意味で，生徒数の増加をもたらした校区内の火b増

加が非行発生予防やその指導にとってマイナスの作用を

巣た七でいるものと思われる。

(3)λ指導が困難な非行内容

現在，非行が問題化Lている学技にとってどのような

非行が指導上!E困難告伴うた告み舎ものが図6である。
多くが指箔するものは、，_-f飲酒代喫煙J.r怠学J.r万
号IJで各々50%文ばそれk近い琴字となっている。次
いで:r薬物乱用Jr夜遊びふ深夜俳御J.r家出J.際物破
損Jが20%台で続き.r対教師暴力J.r生徒間暴力J.を
あげるものは低率となっでわる。

ζれをみ.9と，芯学校が指導に困難を感じる Jもののうちm
最近注目を集めている校内暴力のような，粗暴行為を伴

う非行は少ない。ァ方飲酒・喫煙，怠学等の非行は，以

前から発生頻度白高いも白であり，当該生徒が多くの学

校に存在するζとが予想される。したがどって，学校にお

いては，乙れらへの対策を日常的にたてる必要があるわ

けで， ζのζとが高い指摘率となって表われたφである
つ。

と乙ろで，飲酒r喫煙，怠学，万引等の非行は，学校

外のような教師の目が届きにくい場所で発生するこヰが

多い。学校では既に校外指導が精力的犯行われてい初主

乙のような校外で発生する非行の指導に困難を伴うこと

が多いとの今回目結果は，今後由来行指導には学校と地

域の連携の必要性を示唆す号、ものと考えられる。， ι

(、
校庭の人口流出入状況表自

入関
、{、，
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非行をもっ生徒の問題別にみた指導困難度

るまり憾
‘では、、 弘司島

'"人

ほとんどはし
多少ある

無回答

図10

且量

15. 

よくある

-'-

」こー

_L 

'25 

圃

---------一ι 
ffct1>写・高校生かりの懇".
均偽る

地域の人々の連絡IBがf都、

ゲームセンター f行書図書等の
物種的環境かりの懇nがある
学金支や悶踏家族のみに食径を押
しつゆる

地域の人々の道徳観念がはい

て

や."賞

'" 

S事行~自修しても注怠しない

15 

これらの結果は，学校が主たる指導対象としている生

徒本人や保護者とともに，地域の問題も非行対策の効果

をあげにくく Lている大きな要因となっている乙とを示

すも白である。時記後者は，指導体制からいっても学校

の対応が難しい領域であるので，今後の非行対策の策定

にあっては，本人及びその保護者lζ対する指導は勿論で

あるが，地域の指導基盤の充実を図る必要性を示唆する

ものである。

②非符生徒とそ白保護者及び地域の問題

指導効果をあげにくくしているものとして保護者をあ

げたも由が指摘するその問題は，図8のとおりである。

ζれをみると.r学校へまかせっきりJ.r子どもに無
関心j等白いわゆる子ともを放任しているもの均多いが.

一方では.r子どもの接し方に困っている」のように，
改善させたくても具体的な方法のわからないものも少な

くない。 ζのような保護者は，適切な助言指導を受ける

乙とによって改善を期待するととができよラ。

また，保護者IC対する時，指導者に必要とされるもの

を全員に問うた結果は図9のとおりで，親としての苦悩

や心情を共感する乙とよりも，その生活態度等の改善を

要望するととをあげたものが殆んどであった。

己れは，保護者が親としてのあり方を自分のベースで

改めτいくのを待つ姿勢とは相いれないものであり，そ
れだけに，学校にとっては非行問題が深刻状況Kなって

いる白であろう。しかし，方法のわからぬ保護者にとっ

ては方法論白提示されない要望は，それ程大きな助けと

ならならので，指導IC配慮を要すると ζろである。

次に，どのような非行生徒K指導上の困難を感じるか

/ 

ω 

地域自問題の内容

尋常陀図姐

/ 

f 

/ 

Uえや強い依作心

8己中心性・幼児性

多い絞則違反

活動怠欲の欠伺

~，型的思考の不足

γドマザ仲間への限向性

タラス内での仮立

選びの内を習が貧弱

教師への反発・不信感

性

足

学習窓欲~知学業不仮

不

ti 衡

耐性の

図 11

という問題であるが，指導効果があからぬ原悶として「非

行生徒本人Jをあげたものが指摘した結果は，図10のと

おりである。

己れをみると，親や教師に反発したり不信感を抱いた

り，耐性が不足して衝動的な生徒が比較的高い割合とな

っている。そ白像は，教師や保護者の説諭に耳をかさな

かったり指導に索直に従わないものであって，指導場面

への自我関与にに乏しい生徒である。己のような家庭及

び学校の教育的基盤が欠如しやすい者に対しては，時に

地域との述携が必要であろう。

更に.r地域由人々・環境jを指導効果のあがらぬ理由
にあげたも自の指摘したその内容は，図lllC示されてい

る。

己目図からは，地域の人々が非行IC無関心であるζと

や有職少年，高校生からむ悪影響が大きい乙とが問題と

'"人". 50 

'"人
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EJ回
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多少いる
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となるが良義務教育終了者に対する指導を中学校が行う

ζとは〉ややもすると本人の反発を買う乙とになる。そ

四ため何らかの形で彼らに対する指導白楊を設砂る ζと

が必要である。乙のような場が乏しい現状圭みると，義

務教育終了者から白悪影響が強い乙とも地域の無関心と

は表!ll:一体の関係にあるも白と思われる。

(5) 学校からみた健全育成活動の現状と問題点

県下11:は，児童館，子ども会，スポーツ少年団等青少

年白健全な育成を図る乙とを目的とした組織がある。そ

の活動目的11:は，非行防止やその指導も含まれτいるの
で，中学校の生徒指導にとっても無縁ではない。そ己で

こむような健全育成活動に対する熟期度を問うたのであ

るが，その結果は，表10のとおりである。

約90%の者がその内容を知っていると答え:ているが，

よく知っている者となると約30%11:落ち乙んでしまう。

今後，地域ぐるみでの非行対策を推進し，地域と学校

との連携を図ろうとする時には，己の点が問題になる四

ではないか。

また，非行の発生予防と毛の指導にどの程度効果をあ

げているかを問うた結果が，表1111:示されている。健全

育成活動を知っていると答えた者227人のうちT，効果

をあげているとしたものは全体の37.4労にすぎず，多く

は効果をあげていないとみている。

壬して，健全育成活動が非行の発生予防とその指導に

効果をあげていないと答えた者の指嫡するその理由は，

表12のとおりである。

表10 健全育成活動11:対する学校白熟知度

人 5昏

よく知っている 77 . -(31AD 

ある程度知っている 150 (6L2う

ほとんと濁らない 16 ( 6.5) 

無回答 2 (.0.8) 

自十 245、(100.0)

表 11 非行の発生予防とその指導ι対する
健全育成活動の効果

人 9届

効果をあげている 85 (37.4)、

あほまり効果をあげていない 128 、(56.4)

とんど効果がない 13 ( 5.7) 

無回答 ( 0.5) 

計 227. (100 .. Q) 

表 12 非行発生予防とその指導11:健全育成活動が
効果をあげていない理由

}入、%

非な行い生徒本人が活動に多加し 46 (32.6) .. 

F32F3 (27.0〕
適非活動行当生なが指徒地導域を者指に定導が着のい対な民主象い巳い

bまらtJ¥、 ¥ した

(16.3) 
17. (12.1) 
、、 ‘， 

活動の内容があわない 9 ( 6.4) 

その他 4 ('2.8) 

無団答 4 ( 2.8) 

自十 141 (100.0) 

それによれば.• e.れらの活動が十分な効果をあげてい

ないのは，そ乙への参加窓欲11:乏しいという非行生徒自

身D問題と，活動内容，指導者自資質，非行生徒に対す

る姿勢等活動を企画，実施する側の問題とが介在してい

る。

(6) 今後の非行児の指導について え

①今後学校が貫嵐をおこう、とする非行対策

中学校では，道徳教育や生活指導をはじめとする校内

で白指導と，小中学校生徒指導推進事業，生徒特別指導

推遥事業等白校外での指導とが平行じて行がれてドる。

今後，非行防止対策として，学校がどちらに重点をお

こうとしているかを闘うた結果は，図12のとおりである。

己れをみ喜と，指導白重点を校内指導におくも由が約

37%.校外指導におくものが約43%となっでいる。

また，校外指導11:重点をお乙うとするものの4分の3

は，校内指導からその方向を変更しようとするも由であ

"'-る。 f ♂

次に，学校内の実情や情報を地域11:流す乙との是否で

あるが，こ白点は，図1311:示すとおり，地域11:伝える方

が良いとするも白が約88%に達している。乙白中には，

先の質問で今後も校内指導11:重点をおぐ主答えたも役が

かなり含まれており，そのような学校においても，情報

交換を求めるとの意味で地域と由連鈍を保とうとする.~

勢をうかがう己とができょう。

と乙ろで，教師自身D指導能力を高める乙と11:;0いて

は，いかなる方向が示されているのか。 ζの結果は，

図14のとおりであって，教師自身の研修では，非行の発

生メカニズムや非行児童に対する指導法よりも，ムー般の

生徒指導を充実させる ζとが必要だとするものが，約7Q形

に逮している。また，学校の指導体制の強化を図るため

には，図15のとおり専任教師の配置よりも，教師会体が

301-
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一体となるべきだとするものか圧倒的に多い。

己れらのことは，非行指導というものを，一部の非行

児童応対して一部の教師が関わるのではなく，教師集団

が一般生徒集団の中で行おうとするものであって，集団

の中での相互協力を重視する点では共通した姿勢を示し

ている。

②地域の健全育成活動IC対する学校の期待

非行児童IC対する地域の健全育成活動IC対して学校の

もつ考えは，図16のとおりである。

図12 中学校由行う非行防止対策で今後重点を
おくもの

学校内の指導 (36.円形

学校から今後は地織ぐるみに (32.3) 

どちらともいえず (13.-9) 

地域ぐるみの対策

無答 N= 245 

60 80 100人

図13 校内の非行の実情を地域へ伝えることの是否

図16 非行児に対する地域田健全育成活動のあり方

"aの健宵m動のゆで街
砲撃すべき

鍵宵活動畑中でな〈専門
紙測で指導すべき

非行n叡をゆ心とした併
しい鍵符活動を作るべき

無回答

08.4) 

(63.3)% 

N -245 

初 "ω80 100 120 140 160人

現在実施している活動が非行児童をもその対象とすべ

きだとするも由が，約709百に述しており，学校の指導と

同様IC一般生徒の中での指導を望む芦が強い。

また，一般生徒から切り離した上で白，非行児に対す

る健全育成活動への期待は少ない。

4 まとめ

今回の調査は，非行問題K対して今後児童相談所が進

むべき方向性をさぐるととを目的として実施された。率

直IC言って，己の調査は，いわば予備調査的なものであ

って，得られた結果からは大雑把な傾向をうかがう乙と

しかできなかったが，それでもいくつかの手がかりを見

い出すととができた。

結果由まとめは，次のとおりである。

111 学内指導の限界

非行は，中学校の努力にもかかわらず，もはや，学内

指導だけでは対処しきれない深刻な状況にあると思われ

伝える方が川、 朋治省 る。

伝的い方糾、い

鱒図答 11(1.3) 
N・'"

Eω 醐人

図14 非行児童由理解をすすめるために望ましい
研修会田内容

i穏3222品zt♂生後
抑制問臨

S孝行時開・脚酬
認めるもの.困.

(69.4)% 

(1$.1) 

，-出
" " ω ω E的 120 140 160 I別人

図15 非行指導に対する学校の体制を作る上で
重要なとと

その要因としては，非行生徒の量的増加ば5恥りでなく，

質的な変化からくる指導上の困難さがまず第.L..fCあげら

れる。次IC，保護者指導においても，親の養育態度目変

化IC伴う困難さがあげられる。また，こうした教師の指

導に直接関わる問題以外IC，学校教育の手が及びにくい

地域の問題の影響も大きくなってきている。

121 基本的生徒指導の充実

学校は非行生徒のみを特別に指導しようとするのでは

なく，一般生徒白指導の充実白中で考えてい己うとして

いる。しかし，現実には学校がとのような形で指導する

事は難しい状況にある。教師がζれを推進しうる資質を

養うための研修を求めている。

131 学校Kお貯る今後の非行対策白方向

多く由学校は， r学内だけの非行対策Jから， r地域く、
るみの対策J1ζ重点をおζうとしている。学内IC重点を

おく学校も，地域との連携に関しての期待は大きい。
企て..簡がー停に 刷約. 141健全育成活動の役割と問題点
.僅敏悔の.，‘ 11(9，・3
.図答 1'1<6.1) N-:4S 

ω'" 同 120 I~O 刷 l初醐人

以上白ζとから，地域自健全育成活動の果たす役割に

は大きなものがあるが，学校からみるかぎり，これらの

活動は十分な効果をあげていない。その原因として，参

302-
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いる乙とがわかった。

乙れらのことから，今後の児童相談所の課題を求める

と以下のようになろう。

①個別処遇から地域処遇へ 、

児童相談所は従来心非行指導において児童やその保護

者への指導を中心に符なってきた。今後は児童をとりま

く地域の様々な人々との関係の中で児童を指導する乙と

を考えなければならない。児童相談所は指導の枠を大き

く広げ学校や地核社会に対しても指導・援助を行なうと

いう，非行児童の地域処i且へと拡大してゆかなければな

ら ない。、

②非行児童の健全育成活動由重視、

非行児童は発達的な歪みや未熟さを持っせおり，ただ

彼ら担問題行動辛抑制するととだけで院な三，学技や社

会への適応骨促す1こめめ，健全育成をはかる ζとが必
要であムモ己で主事児童柏談所がそのたゅの体制を整

備し実践する乙とに返っヨ己主そ手じた指導技術やプログ
〆《、 わ C ♂ 戸勺d

ラムを関発する。また，地域の健全育成活動を援助する

ととにより，彼らの受け入れの場を広ザれいくことが必

要であるう。， 三戸川
③児童相談所の地域における役害rJ ふ
非行対策において，弛域の各種行政機関予団体の連携

をはかる必要性が叫ばれてすでに久しい。しかし乙れら

i の活動は従来，非行予防のための啓発IC重点がおかれて

きた傾向があ;s:~じかし今後は，具体的な非行児童への
直接指浮，あるいは地域の健全育成活動のために連携を

すはから歩くタはならない。そ合した場合，児童問題の専

、門機関77ある児童相談所ベの期待が大告いであろ当。従
って，児童相談所は，非行指導のためのコミュニティ・

オーが毛ゼーりンへ積極的に取り組む必要があろう。

ー最後!と，乙句研究をすすめるにあたうτjA中学校は

ムじめT前内白各中学校，愛知県教育委員会.T市教育委
員会，愛知県民生部など，多4の方々の多大な御協力を

いただきましたζとに対して，つつしんでお礼申じあげ

ます。 、 に

， 

加しようとしない非行生徒本人の筒題と，彼らを対象に

したがらない，文プログラムが適切でない，健全育成活

動そのものが地域に定着していないという現在の健全育

成活動白問題が考えられる。

乙れらの結果を，今後白児童相談所のあり方という観

点から眺めてみる戸とぷ非行児の指導をその生徒本人と保

護者のみを対象としで抱える照り，幅広く地域の中宏指

導してい乙うとする学校の考えとの潤にズレを生じる可

能性もある。 Eの己とは，今後児童相談所が学校や地域

へ積極的に働きかけてい乙うとιた場合，学校がそれに
歩調をあわせる姿勢を持っている乙とを示していると考

えられる。

おわりに

(研究Cまとめと児童相談所の課題〉

第I部においては半田児童相談所の非行指導における

ソーシャル・グループ・ワークの事例が報告された。

それはグループ・ワーク主いう方法をぜ取りながら，

①非行発生の原因を児童の発逮的な歪みや未熟さととら

え，非行児童に対する権威と受容のかかわり方や社会教

育的アプローチによる継続的な発達援助をしてゆく。②そ

の場合，児童相談所が中心となって保護者・教師・地域

連携をはかり，児童の指導と受け入れ白場を広げてゆく

というものであフた。，

結果は，児童の反社会的行動を収拾するのに大きな効

果を示した車九社会適応を進めるための発逮援助の効果

については児童により差が見られた。

第E部でl札児童の指導現場である中学校を対象11:ア

ンケート調査を実施C.非行児童の処遇を進めるにあた

っての，今後の課題が検討された。

結果は，非行がかなり広汎11:問題となっせいる乙と，

対策としては学校内における努力とともに地域ぐるみの

対策を志向している己と。また地域白健全育成活動はつ

いては，あまり知られていないか大きな期待が持たれて

iι 
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非行・問題行動をもっ生徒の指導1<::関する調査
(ζ乙でいう非行・問題行動とは.P 2囚ー③の万引~家出の行動をさす)

愛知県児童相談所非行問題研究班

あなたと，あなたの学校の状況についておたずねします。

① あなたの通算の中学校教職経験年数 ( )年

② あなたの通算中学校生徒指導主事経験年数 ( )年

③ 学校の現在自生徒数(百人以下切り上げ) ( )人

④ 学校の現在の教員数(十人以下切り上げ) ( )人

⑤ 学校は開校以来何年経過していますか。( )年経過

@ 校区の生活区践を表1の分類に従い御記入下さい。あてはまる番号を多

い順1<:3つまでお哲き下さい。( )(  )(  ) 

⑦ 校区の保護者の教育的関心はいかがですか。次のうちあてはまるものに

0をおつけ下さい。 7.高い イ.普通 ウー低い

@ 校区の人口流出入状況を表2のあてはまる記号ICよりお書き下さい。

( ) 

別表111

謹啓 時下ますます御清栄のζととお喜び申し上げます。

さて，すで1<:御案内白ょう1<:青少年の非行は，戦後第三のピークKあるとい

われるように激憎しており，非行内容も悪質，多様化しております。又 9尚子

問題行動をもっ生徒の指導1<:は，児童相談所ばかりでなく，学校・家庭・地域

の人々 ・I期日系機関など，さまざまな人びとが関わっておりますが，そ白指導も

色々と困難を極める状況にあります。

とのたび，私達，愛知県児童相談所非行問題研究班は，厚生省の科学研究補

助を受けて，非行・問題行動をもっ生徒IC関する研究を進めるなかで，今後の

指導のありかた，特1<:児童相談所の役割を探るために，日頃直接生徒指導IC活

躍しておられる県下町中学校生徒指噂主事の先生方全員。御意見を寧るζとが

必要と考えました。

御多忙のと ζろ誠に恐れ入りますが，別紙調査票1<:先生個人の思悌由無い御

意見をお寄せくださるようお願い申し上げます。

なお. <::の調査は無記名で実施し，処理はすべて統計的K処理され， ζの目

的以外ιは利用いたしません。
調査票は2月 日までに回答くださるようお願いします。

「非行・問題行動をもっ生徒の指導に関する調査」由お願い

川
四
回
由
指

4 農村地域

その他( ) 

ア 流入人口が流出人口を上回る。(人口の増加傾向)

イ.流出入口が流入人口を上回る。(人目白減少傾向)

ウ.流出・流入ともあるが，人口は一定である。

エ.流出・流入とも少なく，人口は一定である。

住宅地域

団地 8 

3 

7 

工業地域

漁村地域

2 

6 

商業地域

山村地域

1 

5 

敬具

昭和58年2月1日

生徒指導主事様

ー印
O
A
F
-

囚あなたの学校での非行・問題行動白状況についておたずねします。

① あなたの学校では，乙乙 2-3年の問IC学校内外での生徒の非行・問題

行動がどのような経過をたどっていますか。あてはまるも白1つにOをお

っけ下さい。(数回多少に関係なくおっけ下さい。)

7.問題は大きくなってきている。

イ.一貫して問題になっている。

愛知県児童相談所非行問題研究班長

愛知県半田児童相談所長 中村幸男

電弘之τ可
ヨz守吉田司巨日



エ.非行・問題行動をもっ生徒の保護者自問題

オ.地域関係機関の問題(児童相談所，福祉事務所，警察等)

カ.地域の人々(卒業生の先蜂及び有職無職の脅少年を含む)や環境の

問題

キ さまたげとなることはなかった

:ク叫(>人 ) 
② ①で「アjにOまたは。をおっけになった方におたずねします。あなたJ
は非行・問題行動をもっ生徒本人の隅として，次のそれぞれ1<:ついてど

の程度指導に困難を感じますか。あてはまると乙るにOをおつけ下さい。

号
泣

B
H
雑
誌
濁
6
誌
儲

R
E叫
ぶ
塑
尚

非常1<:
f 医灘で晶る

し教師でρ界発や不信感をもっ宇徒
2ミ¥.-:(，γノRリ仲間1<:親和性をもっ生徒
3. .学習意欲の欠除，学業不振の生徒F

4.自己守Jむ性?幼児i性の強い生徒

5.タ王ス内で狐立している生徒

6..制j違反の釦津徒
7ぃ活動意欲のない生徳川.""';，

8 ';.'樹非の乏しい生徒

年・ι 衛動件令ある生徒じよ-

10、親?の反発や不宿感をもっ生徒

IL-肯4fモ依存HWFお!生徒¥ふ/¥:，)i:
12・稔摂内容だ実務担発筏 v ポ

13 論理的思考が乏しい生徒 J 

③ ①で fイJ1<:0または。をおつけになった方におたすねします:.~\ -般生

徒の問題合L七》次のそれぞれに古い:亡とpqょう予感'.t:.*:すか?あてはま
ると三乙β、にοをおてq不さい。?、 九 代 ， :'~ . .も f心、 1丈ぐ F

に'，.-，ヘγ 也 、 、常1<:...'、やや:寸 J 殆んど"

口、， コ パ 問題ちある問題である陪踏で刻、
毛・非行1<:無関心常生徒，~:，~.，_!- 、 1 I 1 

2.非行を容認する生徒

議ゐやや
医健である

~r， 

。問題はおさまってきている。
エ.ほとんど問題になっていない。

② ①で「ウJ[エJにおっけ忙なった方におたずねします。その理由は次の

うちいずれにあてはまりますか， 1つにOをおっけ下さい。

ア.もともと少ないため。

イ.以前は問題であったが，学内白努力で現在おさまっているので。

ウ.以前は問題であったが，地域の協力ICより現在おさまっている田で。

エ.その他( υ ) 

③ ①で [7J [イJ[ウJにおっけになった方Kおたずねします。現在問題

と1まっている非行・筒題行動のうち，次のいずれ由行動が指導上困難を伴
っていますか。困難を伴っτいる順番1<:3つまで番号をおつけ下さい。
( )万号I.、 ( • )万引以外の窃盗

〈 、〉対教師暴力 ( )生徒間暴力

勺、( 司)、校具等の器物破損 ( )夜遊び，深夜緋但

( )不健全娯楽 ( )怠学

、( 0)烹通関係非仔..暴走行為 (. )飲酒，喫煙

〈、 )薬物の耳用 ( )性非行

( )家 l出ひ}!¥". '" '0) 
@①で [7J [イ」におっ岐になった方Kおたずねします。現在問題とな

っている非行・問題行動は，単独によるものが多いですか，それとも集団

によるも由が多いですか。次のうちあてはまるも由1<:0をおっけ下さい。

7.単独で行う非宗が多い。ザ

イ.集団で行う非行が多い。，、戸、 ν に、 " 己主 Lキ ':' ，'，J'  
ウ.どちらともいえない。 え ;;:~\l> ヨi¥ハ王、

回学校が>1'.行対策をすすめるにあたって，生じてくる問題についておたずね

します。一 、 、 ♂ 

φあ枇勾料開仔，.-~ロ晴行軌をもう生律令指導をすすめるに品たつ
て，向どの~うなζ とがさまたげになっていますか。あてはまるものすべて

時0号?け"青少舟宅最も強いもの焼。をおっ砂下さい。
t7・っ持管f閉題布勃を仔?ている生徒本人の問題
イ.非行・同題行動をもっ生徒をとり囲むマ般生徒の閉題

ウ.教師の問題 J ト ρ

∞ g 



殆んといない

5.学校l'対して不信感を持つ人

6.子供への接し方に困っている人

⑥①で「オJ1'0または。をおつけになった方l'おたずねじます。地域関係
(警察以外の児童相談所，福祉事務所等)由指導l'対し，次のそれぞれにつ

いてとーのよう問茜じていますか。あてはまるところにoをおっけ下さい。

非制E多い 多似、る

殆んど
陪菰でない

やや
問題である

非常に
臨重である

I 指導や調査の期聞が長すぎる。

2.非行・問題行動をもっ生徒への指

l導が厳Lすぎる。
3.非行・問題行動をもっ生徒への指

導が甘世ぎる。

4..指導や調査の開始時期が遅すぎる。

5.学校での指導では効果のない生徒

の施設入所が難しい。

6.継続的な指導が得られない。

7.学校1(対する適切な指導・助言が

得られない。

8.保護者に対する適切な指導・助言

が得られない。

⑦ ①で「カJにOまたは。をおつけになった方におたずねします。地域白

協力や環境の問題として，次のそれぞれについてどのように感じています

か。あてはまると ζろにOをおつけ下さい。
よくある

1.有職少年や高校生の悪影響がある。

2.地域の人々の道徳観念が低い。

3.非行・問題行動を見ても世主主しない。

4.地域の人々が，学校や問題家族自

みに責任をおしつける。

5.地域の人々の連帯感が薄い。

6.ゲームセンター・有害図脅等の物

殆んどあて
はまらない

多少
あてはまる

よく
あてはまる

国
骨
常
時
凧
町
凶
聞
誠
事
湖
沼
首
湘

判
明
日
由
治

殆んどいないJYJ>ある

よく
あてはまる

1.非行・問題行動をもっ生徒への指

導法，対応法がわからない。

2 非行・問題行動をもっ生徒の保護

者への対応法がわからない。

3.非行・問題行動をもっ生徒への指

導と保護者への働きかけに消極的。

4.教師閣の指導法白共通理解が不十

分である。

5.学校内の業務が多忙である。

6.学校外での業務が多忙である。

7.教師の数が足りない。

8.校務分掌由各組織の有機的な連携

が不十分である。

⑤①で「エJ1(0または。をおつけになった方Kおたずねします。非行・

問題行動をもっ生徒の保護者自問題として，次のそれぞれについてどのよ

うに感じていますか。あてはまると乙ろにOをおつけ下さい。
非常に多い 多少いる 殆んどいない

殆んどあて
はまらない

3.非行をあおりたてる生徒

4.非行・問題行動をもっ生徒に服従

する生徒

@ ①で fウJにOまたは。をおつけになった方ιおたずねします。あなた
の学校の教師の問題として，次のそれぞれについてどのように感じていま

すか。あてはまると己ろにOをおつけ下さい。

書>'J>
あてはまる

l
g由
l

1 子供白ことに無時心な人

2 家庭内のζとに触れられる白を嫌

がる人

3.学校にまかせきりの人

4.返事ばかりで実行自伴わない人
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理環境白悪影響がある。 r

図児宜館，子供会，スポーツ少年団等の青少年を集団で育成する地域の活動

(以下「健全育成活動」という。)に対するあなたの御意見をおたずねします。

① あなたは地域の健全育成活動の内容をご存じですか。

ア.よく知っている。

イ.ある程度知っている。

ウ.ほとんど知らない。

@①で「アHイJItおつけになった方におたずねします。地域の健全育
成活動は持行の予防と指導に効果をあげていると思いますか。一あてはまる

ものにOをおっ砂つFさい。

ア効果をあけ'τいる。
イ.あまり効果をあげていない。

ゥ.ほとんど効果がない。

③②で「イHウJ惇おっけになった方におたずねします。地域田健全責
，}iX.活動が非符の晋民主指導時十分な効果をあ研究いない理由はなんだと患、

いますか。 fぁτはまるものすべてにOをおっ砂下さい。
ア.適当な指導者舟1いな??。町一 1

イー l活動内容が子供にあっていない。

ウー問題児膏指導φ対象にしたがらない。
ヱ.問題児は健全育成活動に参加しない。

オホ、.健全育成活動が，まただ、地域tにE十分定着しτいなbい、、。

カ 初叫寸他(<:' " " ".，'， ) 

囚今後申非行指導紡1に=同フいτ，あなた自身向考えをおたずねします。
① 今後あ立たの学校では非行防止のための対策として，学校内の生徒指導

の充実と史学校外で由栂域ぐるみの対策(小中学校生徒指導推進事業，生

徒特別指。導推進事業，膏安祭健全育成協議会，子供芳守る会など、〉白巴ち、

らに重点をおかれて申くつありですか。~おではまるものにOをおっけ下さ
u、肉、，、~、リ、，、，'令、、.，/".' 

7;:，徒来βおり学校内の指導'，¥e声f亀あおん
イミ筏来~'争点地域タるみFD対策，~重点をおく。

ウ.従来は学校内の指導に霊点をおいτいたが，今後政地域ぐるみの対
策に重点をおく。

エ.どちらともいえない。

② l学校内での非行・問題行動をもっ生徒の理解をすすめる研修会の今後の

あり方についておたずねします。あて時まるもの1つ!むをおつけ官い。

日子 非待・問題行動の発生原因や動機等についての理解を深める必要を

感じている。

}イ.非行・問題行動をもっ生徒の直接白指導法について由理解を深め毛

必要を感じている。

ウ.非行・伺題行動をも3生徒のみでなく，一般の生徒指導の充実を図

る必要を感じでいる。

，@信号:1;，rアj、FヴJに。をおっ岐になった方時おたfねLます。非行y間 企
題行動をもっ生徒の酬をすすめる研修をすすめるにあたって，適当な人 毒
がいれば外部講師として招かれますか。あてはまるものにOをおっけ下さい。
ア.積極的に利用する。 品
ィ.必要"応じて草IJ用する。 温

8 
ウ.あまり必要を感じていない。 百官

@学校内での非行・問題行動をもっ生徒に対する今後の指導体制づくりに 宗
とって，次のどちらが大切と思いますか。あてはまる方同をおつけ下さ 書
b‘。t)込

7，非行・問題行動をもっ生徒の指導が一部の教師の請負陪ならないよ 妻
、うすベセの教師がぶ体どなるべきである。 ー

イ.非行・問題行動をもっ生徒の指導は，より専門分化させ，専任の教

師を配属す刊さlであ品。ヤ i"ら

@学校内での非行・問題行動'''，買い主，毛の実情を今後地域に伝えるべき

かどうか託ついておたすねしますριどもらかあてはまる方ItOをおっ砂下
さい。

1ア伝える方がよい。

tイ.伝えない方がよい。

⑤}般的にいiって，今後非作・問題行動をもっ生徒にどのよ玉な態度で教

L師が接する必要が事るとお考えて、すか。あてはまるもの1つにOをおっけ

下さい。、



ウ.わからない。

⑫ @で「イJICOをおつけICなった方におたずねします。今後どのように

教護院を改善すべきかについて，あなた白御意見をお替き下さい。

( ) 
⑬ 地域の健全育.Jj)i;活動以外で，非行・間期行動をもっ生徒IC対して生活指

導，スポーツ，社会見学等を継続的IC行う場を知っていますか。知ってい

る場合は名称など具体的にお哲き下さい。

アー次のと乙ろを知っている。

田
持
勢
砂
抽
岬
割
当
湖
沼
お
湘

名 称 所在市町村 主たる指導内容 過去白利用

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無|

総
S
H
P

イ 知らない。

団非行・問題行動をもっ生徒の指導をすすめるにあたって，児童相談所に対

しどのような御意見，御希望をお持ちですか。

あなたの御意見，御希望をお書き下さい。

国

御協力下さいまして，ありがとうございました。

今までの質問，その他でお気づきの点がありましたらお書き下さい。

ア.動機に関係なく厳しくあたる。

イ.気持ちをうけとめつつ厳しく接する。

ウ.気持ちをうけとめつつやさしく接する。

エ 厳ししやさしさ町両面から接する。

⑦非行・問題行動をもっ生徒の保護者に対する今後の対応について，最も

大切だと恩うζとは何ですか。どちらかあてはまる方ICOをおつけ下さい。

ア.保護者の生活態度や養育態度を改めるよう強く要望する乙と。

イ.保護者の苦悩や心情をうけとめるよう努力するとと。

③ 今後の非行・問題行動をもっ生徒応対する地域の健全育成のあり方ICつ

いて，あなたの考え方をおたずねします。あてはまるもの1つにOをおっ

け下さい。

アー非行・問題行動をもっ生徒を中心とした新しい健全育成活動の場を

つくるべきである。

イ 現在の活動に，もっと非行・問題行動をもっ生徒をとり込みながら

指導すべきである。

ウ 地域での非行・問題行動をもっ生徒への健全育成は難しいので専門

機関で行う方がよい。

⑨非行・問題行動をもっ生徒に対する指導効果を高めるため，教護院(愛

知県の場合は愛知学園)など児童福祉施設由利用Kついてどのようにお考

えですか。あてはまるものιOをおっけ下さい。
ア.施設利用はあくまで避けるべきである。

イ.施設利用を積極的IC行うべきで る。

ウ.わからない。

⑬⑨で「イJICOをおつけ忙なった方IC，施設入所の時期についておたず

ねします。あてはまるものにOをおっけ下さい。
ア.非行・問題行動の軽いうちに入れた方がよい。

イ.非行・問題行動が霊くなってから入れた方がよい。

ウ.どちらともいえない。

@ 現在由教護院のあり方にあなたは満足していますか。あてはまるものK

0をおっけ下さい。

ア.満足している。

イ.あまり満足していない。
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